
春
の
訪
れ
の

風
物
詩
の
一
つ

に
「
菰こ
も

外は
ず

し
」

が
あ
る
。
樹
木

に
有
害
と
さ
れ

る
虫
を
冬
期
に

快
適
な
菰こ
も
藁わ
ら
に
誘
い
込
み
、
外

し
た
菰
ご
と
焼
却
す
る
古
来
か

ら
の
手
法
だ
。
処
分
さ
れ
る
虫

の
儚は
か
な

さ
を
感
じ
る
▼
導
入
さ
れ

た
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
以
下
、
Ｂ

Ｕ
）
評
価
料
へ
の
意
見
は
さ
ま

ざ
ま
だ
。
患
者
負
担
発
生
に
よ

る
ク
レ
ー
ム
や
「
ス
タ
ッ
フ
の

待
遇
は
本
来
、
経
営
者
が
身
を

削
る
べ
き
」
な
ど
の
指
摘
へ
の

懸
念
も
あ
ろ
う
。
実
情
に
反
し

て
奢し
ゃ
侈し
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
立
つ

開
業
医
へ
の
風
当
た
り
な
ど
、

医
師
と
患
者
の
対
立
を
煽
る
気

配
を
危
惧
す
る
。
ま
た
、
先
々

Ｂ
Ｕ
評
価
料
が
立
ち
消
え
と
な

れ
ば
、
Ｂ
Ｕ
後
の
人
件
費
維
持

に
経
営
者
は
腐
心
す
る
だ
ろ
う

▼
国
が
収
入
面
で
保
険
医
療
機

関
ス
タ
ッ
フ
を
守
る
の
な
ら
、

税
制
上
、
新
た
に
「
医
療
従
事

者
所
得
控
除
」
を
設
け
る
な
ど

も
一
考
に
値
し
よ
う
▼
誘
い
込

ま
れ
て
、
梯
子
を
外
さ
れ
…
。

不ふ
埒ら
ち
だ
が
、
先
の
「
菰
外
し
」

が
思
い
浮
か
ん
で
し
ま
う
。
先

行
き
の
見
え
な
い
弥び
縫ほ
う
策さ
く
に
関

係
者
が
翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
て
は
虚
し
い

▼
余
談
に
な
る
が
、
最
近
で
は

菰
に
は
蜘
蛛
な
ど
の
益
虫
も
棲

む
こ
と
が
判
り
、
菰
巻
を
や
め

る
場
合
が
あ
る
ら
し
い
。（
三
）

第54回定期総会開催のご案内第54回定期総会開催のご案内
　第54回定期総会を以下の日程で開催します。参加方法などは本紙や協　第54回定期総会を以下の日程で開催します。参加方法などは本紙や協
会ホームページなどで順次お知らせいたします。会ホームページなどで順次お知らせいたします。
　なお、今回は協会役員によるシンポジウム「今次診療報酬の“？”を　なお、今回は協会役員によるシンポジウム「今次診療報酬の“？”を
“！”に変えるシンポジウム－疑問が納得に変わる－」も併せて開催しま“！”に変えるシンポジウム－疑問が納得に変わる－」も併せて開催しま
す。す。
　総会は、協会の　総会は、協会の１１年間の活動を会員の先生方に伝え、今後の活動計画年間の活動を会員の先生方に伝え、今後の活動計画
をお示しする大切な機会です。ぜひ、ご出席ください。をお示しする大切な機会です。ぜひ、ご出席ください。
　＜開催日時＞2026年6月14日(日)午後2時30分～ 7時45分　＜開催日時＞2026年6月14日(日)午後2時30分～ 7時45分

総　　　　会　午後2時30分～ 4時15分総　　　　会　午後2時30分～ 4時15分

シンポジウム　午後4時30分～ 6時00分シンポジウム　午後4時30分～ 6時00分

懇　  親 　会　午後6時15分～ 7時45分懇　  親 　会　午後6時15分～ 7時45分

　＜会場＞KKRホテル東京（東京都千代田区大手町1－4－1）　＜会場＞KKRホテル東京（東京都千代田区大手町1－4－1）

　＜アクセス＞東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口直結徒歩3分　＜アクセス＞東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口直結徒歩3分

千代田線「大手町駅」C2出口 徒歩7分千代田線「大手町駅」C2出口 徒歩7分

都営地下鉄「神保町駅」A9出口徒歩7分都営地下鉄「神保町駅」A9出口徒歩7分

　＜シンポジウム＞　＜シンポジウム＞

　　◆テーマ：「今次診療報酬の“？ ”を“ ！ ”に変えるシンポジウム　　◆テーマ：「今次診療報酬の“？ ”を“ ！ ”に変えるシンポジウム

　　　　　　　 －疑問が納得に変わる－」　　　　　　　 －疑問が納得に変わる－」

　　◆シンポジスト：協会役員　　◆シンポジスト：協会役員

日
々
、
患
者
の
口
腔
の
健
康

を
守
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
方

に
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま

す
。
今
年
は
2
年
に
一
度
の
診

療
報
酬
改
定
が
行
わ
れ
、
６
月

に
施
行
さ
れ
ま
す
。
最
近
の
改

定
で
は
算
定
ル
ー
ル
が
複
雑
化

し
、
施
設
基
準
、
マ
イ
ナ
保
険

証
お
よ
び
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
へ
の
対
応
な
ど
、
院
長
一
人

の
力
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
の

が
現
状
で
す
。

「
や
る
べ
き
こ
と
が
漏
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
…
」「
施

設
基
準
の
届
出
や
8
月
の
定
例

報
告
な
ど
の
事
務
的
作
業
が
よ

く
分
か
ら
な
い
」
な
ど
の
不
安

を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
そ
う
し
た
先
生
方
の
負
担

を
軽
減
し
、
診
療
に
専
念
で
き

る
環
境
を
作
る
の
が
私
た
ち
東

京
歯
科
保
険
医
協
会
の
役
割
の

一
つ
で
す
。

◆
か
ゆ
い
所
に
手
が
届
く

「
改
定
対
応
へ
の
サ
ポ
ー
ト
」

協
会
で
は
、
診
療
報
酬
を
は

じ
め
と
し
た
歯
科
医
療
関
連
情

報
の
提
供
の
ほ
か
、
改
定
後
の

運
用
で
生
じ
る
疑
問
も
含

め
、
先
生
方
が
迷
わ
な
い
た
め

の
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。
改

定
内
容
を
分
か
り
や
す
く
ま
と

め
た
テ
キ
ス
ト
「
改
定
の
要
点

と
解
説
」
の
ほ
か
、
日
常
診
療

に
関
す
る
点
数
を
網
羅
し
た
テ

キ
ス
ト
「
歯
科
保
険
診
療
の
研

究
」
も
全
会
員
に
お
届
け
し
て

い
ま
す
。
症
例
を
基
に
学
び
た

い
方
は
、
会
員
で
あ
れ
ば
無
料

で
活
用
で
き
る
電
子
書
籍
「
デ

ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
」が
便
利
で
す
。

ま
た
、
診
療
報
酬
改
定
の
理

解
に
は
、
参
加
者
１
千
名
規
模

で
行
わ
れ
る
新
点
数
説
明
会
が

お
す
す
め
で
す
。
後
日
、
動
画

配
信
も
行
わ
れ
る
た
め
、
都
合

が
つ
か
ず
参
加
で
き
な
い
方
や

遠
方
の
方
で
も
、「
改
定
で
何

が
変
わ
っ
た
か
」
が
よ
く
分
か

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
点
数
の

施
行
後
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な

疑
問
も
、
無
料
の
電
話
相
談
で

即
座
に
解
決
で
き
、
先
生
方
を

孤
立
さ
せ
ま
せ
ん
。
最
近
で

は
、
支
援
金
や
助
成
金
に
関
す

る
相
談
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
割
安
な
「
グ
ル

ー
プ
生
命
保
険
」、
掛
金
が
加

入
時
か
ら
変
わ
ら
な
い
「
休
業

保
障
制
度
」、
安
定
し
た
資
産

形
成
が
で
き
る
「
保
険
医
年

金
」
な
ど
、
先
生
方
の
生
活
を
支

え
る
制
度
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

当
会
の
役
員
も
全
員
、
都
内

で
診
療
を
行
う
歯
科
医
師
で

す
。
現
場
の
苦
労
を
知
る
仲
間

と
し
て
、
６
千
名
を
超
え
る
会

員
の
声
を
集
約
し
、
不
合
理
な

ル
ー
ル
の
改
善
な
ど
を
行
政
へ

直
接
要
望
し
て
い
ま
す
。
一
人

で
は
届
か
な
い
声
も
、
集
ま
れ

ば
大
き
な
力
と
な
り
、
歯
科
医

療
の
明
る
い
未
来
を
形
作
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◆
お
知
り
合
い
を

　
ぜ
ひ
、
ご
紹
介
く
だ
さ
い

「
改
定
の
た
び
に
変
わ
る

点
数
や
施
設
基
準
へ
の
対
応
で

疲
弊
し
て
い
る
」「
マ
イ
ナ
保

険
証
や
資
格
確
認
書
な
ど
次
々

に
変
わ
る
制
度
に
不
安
が
あ

る
」「
患
者
ト
ラ
ブ
ル
や
ス
タ

ッ
フ
の
労
務
に
つ
い
て
相
談
で

き
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
い

る
」
な
ど
、
周
囲
に
こ
の
よ
う

な
お
悩
み
を
お
持
ち
の
先
生

が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
協
会
へ
の

ご
紹
介
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

お
知
り
合
い
の
先
生
を

ぜ
ひ
、
ご
紹
介
く
だ
さ
い

組
織
部
長    

福
島
崇

会員拡大月間

入会資料請求

（１） 第６７３号 ２０２６年（令和８年）４月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （昭和55年８月５日第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

発 行 所
東京歯科保険医協会

〒169-0075
　東京都新宿区高田馬場1-29-8
 いちご高田馬場ビル6階　
電　話　03（3205）2999
振替口座　00180-0-118231
購 読 料　年 6,000円

（会 員 の 購 読 料 は 会
費 に 含 ま れ て い ま す）

      

賃
上
げ
対
応
と
機
能
評
価
の
再
構
築
進
む

診
療
報
酬
改
定
を
官
報
告
示

診
療
報
酬
改
定
を
官
報
告
示

現
在
、
私
た
ち
の
医
療
制
度

を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
制
度
変

更
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
の
自
己
負
担
増
加
」
と
「
高

額
療
養
費
の
上
限
引
き
上

げ
」
の
２
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

２
つ
の
患
者
負
担
増
に
反
対
す

る
た
め
、
協
会
は
緊
急
Ｗ
Ｅ
Ｂ

署
名
を
行
っ
て
い
る
。

◆
歯
科
に
関
係
す
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ　

　

類
似
薬
の
自
己
負
担
増

内
服
薬
や
軟
膏
な
ど
市
販
薬

と
同
じ
成
分
を
含
む
医
療
用
医

薬
品
（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
）
に
つ

い
て
、
自
己
負
担
を
引
き
上
げ

る
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
歯
科

で
は
、
ロ
キ
ソ
ニ
ン
錠
60
㎎
や

オ
ル
テ
ク
サ
ー
口
腔
用
軟
膏
０

・
１
％
な
ど
が
対
象
に
挙
が
っ

て
お
り
、
実
施
さ
れ
る
と
１
〜

３
割
の
自
己
負
担
割
合
に
加
え

第第１１回＜要点の解説＞＠文京シビック大ホ回＜要点の解説＞＠文京シビック大ホールール

４４月月1010日日（金）（金）午後６時午後６時3030分～分～午後９時午後９時0000分分

第第２２回＜保険請求時の留意点＞＠なかのZERO大ホ回＜保険請求時の留意点＞＠なかのZERO大ホールール

５５月月2121日（木）日（木）午後６時午後６時3030分～分～午後９時午後９時0000分分

第第３３回＜在宅医療＞＠なかのZERO大ホ回＜在宅医療＞＠なかのZERO大ホールール

５５月月2727日（水）日（水）午後６時午後６時3030分～分～午後９時午後９時0000分分

詳細は６面をご覧ください

２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬
改

定
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は

３
月
５
日
に
官
報
告
示
す
る
と

共
に
、
関
連
通
知
を
発
出
し

た
。
歯
科
の
初
・
再
診
料
は
、

初
診
料
５
点
、
再
診
料
１
点
の

引
き
上
げ
に
留
ま
る
も
の
の
、

本
年
６
月
に
新
設
さ
れ
る
「
歯

科
外
来
物
価
対
応
料
」
に
よ

り
、
段
階
的
な
評
価
の
上
積
み

が
図
ら
れ
る
。
物
価
上
昇
や
人

材
確
保
へ
の
対
応
と
し
て
診
療

報
酬
体
系
の
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
る
。

医
学
管
理
の
評
価
も
見
直
し

が
行
わ
れ
、
歯
科
疾
患
管
理
料

は
初
診
月
減
算
の
廃
止
と
引
き

換
え
に
点
数
が
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
口
腔
機
能
管
理
に
つ
い
て

も
区
分
が
細
分
化
さ
れ
、
患
者

の
状
態
に
応
じ
た
評
価
体
系
へ

と
見
直
さ
れ
た
。

そ
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｐ
Ｔ
と
Ｐ
重

防
の
統
合
に
よ
る
運
用
見
直

し
、
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
の
適

用
拡
大
に
よ
る
大
臼
歯
へ
の
制

限
の
見
直
し
、
チ
タ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
の
新
設
、
光
学
印
象
の
評
価

の
引
き
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
た

（
関
連
記
事
２
・
３
面
）。

◆
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
は

　

賃
上
げ
前
提
に
強
化

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
は
、

賃
上
げ
の
実
施
状
況
に
応
じ
た

段
階
的
な
評
価
と
な
る
な
ど
、

賃
上
げ
の
実
施
を
前
提
と
し
た

患者負担増 歯科にも打撃患者負担増 歯科にも打撃
中止求めるWEB署名にご協力を

て
、
患
者
が
特
別
料
金
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

は
、
薬
剤
費
の
25
％
の
「
特
別

の
料
金
」
が
発
生
す
る
た
め
、

最
終
的
に
は
負
担
割
合
に
よ
っ

て
３
・
５
〜
５
割
が
自
己
負
担

に
な
る
。

こ
の
動
き
を
巡
り
、
治
療
を

諦
め
る
「
受
診
抑
制
に
繋
が
り

か
ね
な
い
」
と
し
、
患
者
団
体

を
中
心
に
症
状
悪
化
を
懸
念
す

る
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

◆
高
額
療
養
費
上
限
引
き
上
げ

　

歯
科
に
も
影
響
す
る

重
い
病
気
や
怪
我
で
医
療
費

が
高
額
に
な
っ
た
際
、
自
己
負

担
を
一
定
額
に
抑
え
る
高
額
療

養
費
制
度
に
つ
い
て
、
自
己
負

担
の
上
限
額
を
引
き
上
げ
る
案

が
浮
上
し
て
い
る
。
歯
科
診
療

所
で
は
、
補
綴
物
を
製
作
し
た

場
合
に
、
同
制
度
に
よ
り
自
己

負
担
が
抑
え
ら
れ
る
場
合
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
自
己

負
担
の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ

れ
ば
、
経
済
的
な
理
由
で
治
療

を
断
念
す
る
患
者
を
生
む
こ
と

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
可
能
性

が
あ
り
、
国
民
皆
保
険
制
度
の

趣
旨
か
ら
考
え
て
も
、
許
容
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。

仕
組
み
が
強
化
さ
れ
た
。

継
続
的
に
賃
上
げ
を
実
施
し

て
い
る
医
療
機
関
の
条
件
が
明

確
化
さ
れ
、
３
月
中
に
算
定
実

績
が
あ
る
医
療
機
関
に
加
え
、

今
後
、
届
出
の
条
件
に
見
合
う

水
準
の
賃
上
げ
を
実
施
す
る
場

合
も
対
象
と
な
る
こ
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Ｗ
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人
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方
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必
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る
。
Ｓ

Ｎ
Ｓ
な
ど
で
の
拡
散
に
も
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
。

新点数説明会新点数説明会
２０２６２０２６年度 診療報酬改定年度 診療報酬改定

「ＯＴＣ類似薬
自己負担増反対」
オンライン署名

「高額療養費上
限引き上げ反対」

署名
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東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 ２０２６年（令和８年）４月１日

　２０２６年度診療報酬改定では、物価上昇や人材確保への対応を背景に、歯科医療の評価体系が見直された。今回の改定は、
点数の増減にとどまらず、管理の考え方や診療の進め方そのものに影響を及ぼす内容となっている。今号では主な改定項目
について、制度のポイントと実務上の留意点を整理する。

2 0 2 6 年 度 診 療 報 酬 改 定  ポ イ ン ト の 解 説2 0 2 6 年 度 診 療 報 酬 改 定  ポ イ ン ト の 解 説

１ 初・再診料 初再診料の改定前と改定後

改定前 改定後

初診
歯科初診料
注１未届
情報通信機器を用いた場合

267点
240点
233点

➡

歯科初診料
注１未届
情報通信機器を用いた場合

272点
245点
237点

再診
歯科再診料
注１未届
情報通信機器を用いた場合

58点
44点
51点

歯科再診料
注１未届
情報通信機器を用いた場合

59点
45点
51点

　初診料は５点、再診料は１点引き上げられた。いず
れも物価上昇への対応として位置付けられている
が、引き上げ幅は限定的である。また、歯科初診料
の注１の施設基準においては、研修項目に「抗菌薬
の適正使用」が追加された。既に届出済みの医療機
関は再届出不要とされたが、６月以降に受講する研
修では当該内容を含む必要がある。

　さらに、従来の８月１日の定例報告は不要となり、
簡素化が図られたが、研修受講は4年に1回以上必要
で、その受講記録は引き続き保管が求められている。

常勤の歯科医師が定期受講する研修内容　改定前と改定後

改定前 改定後

歯科外来診療の院内感染防止対策に
係る標準予防策および新興感染症に
対する対策の研修を４年に１回以上

➡
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る
標準予防策および新興感染症に対する対
策（抗菌薬の適正使用を含む）の研修を４
年に１回以上

小機能　改定前と改定後のイメージ

改定前 改定後

評価項目が
３項目以上 歯管＋小機能＋歯リハ３（１）

➡
歯管＋小機能１＋歯リハ３（１）

評価項目が
２項目 歯管のみ 歯管＋小機能２＋歯リハ３（１）

３ 小児口腔機能管理料（小機能）
　口腔機能発達不全症（18歳未満の患者）の口腔機能管理は、評価区
分が見直された。不全症の評価項目において、３項目以上に該当する
場合と２項目に該当する場合に分かれ、対象が拡大した。

・小児口腔機能管理料１　90点（新設）
・小児口腔機能管理料２　50点（新設）

１０ 有床義歯補強加算
　義歯の耐久性向上を目的とした補強に対する評価として有床義
歯補強加算（150点）が新設された。

　９歯欠損以上の局部義歯または総義歯の新製時に、破損防止の
ために歯科技工士が歯科用金属芯を埋入した場合に算定する。義
歯修理時は算定できない。
※有床義歯補強加算を算定した義歯について、義管を算定する場

合は、製作過程もしくは製作後に補強部位のカラー写真撮影が
必要。

１４ 歯科訪問診療1～5
　訪問診療１の加算であった在宅歯科医療推進加算は廃止され、
歯援診などの施設基準に応じた加算が新設された。在宅や施設な
どの訪問先にかかわらず訪問診療１に加算できる。また、歯科訪
問診療移行加算（訪移行）との併算定ができる。
　施設基準が歯科訪問４および５に設けられ、要件を満たせは届
出不要である。

１１ CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー

　CAD/CAM冠とCAD/CAMインレーにおいて、CAD/CAM
冠用材料（Ⅲ）を大臼歯に用いる場合、８番を含む全ての大臼歯
に適用が拡大された。また、大臼歯の咬合支持要件が廃止され、
臨床での活用できる場面が広がった。歯科用貴金属の高騰や材料
・技術の進展を契機に、CAD/CAMの位置付けが一段と高まって
いる。
　なお、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に装着した
CAD/CAM冠は補管の対象となった。

１２ 光学印象
　光学印象が150点（＋50点）に引き上げられ、CAD/CAMイン
レーに加えCAD/CAM冠も適用となり、対象の拡大が行われた。

１３ チタンブリッジ
　新たな選択肢として、純チタンを用いて全部鋳造方式で製作す
るチタンブリッジ（２,800点）の保険適用が認められた。

　チタンブリッジの対象は、１歯中間欠損の３歯ブリッジのみで
ある。症例ごとの適応判断がより重要となる。
　硬質レジンで前装した場合は、レジン前装加算（１歯につき600
点）を加算する。
なお、支台歯は前歯・小臼歯、ポンティックは全ての部位で前装
することができる。

・チタンブリッジ　　　　2,800点（新設）
・レジン前装加算　　　　  600点／ 1歯（新設）

４ 口腔機能管理料（口機能）
　口腔機能低下症（原則50歳以上の患者）の口腔機能管理は、検査の
実施有無（口腔機能管理料１については、咀嚼能力検査、咬合圧検
査、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査、口腔細菌定量検査のいずれかを
算定。口腔機能管理料2については、1に該当しない患者）に応じて区
分される形となり、検査を伴う評価が明確化された。併せて、検査に
関する施設基準は廃止されている。

・口腔機能管理料１　90点（新設）
・口腔機能管理料２　50点（新設）

口腔機能低下の評価項目と診断内容
（診断基準１および２ともに口腔機能低下症）

下位症状 検査料※ 口腔機能
管理料1

口腔機能
管理料2

①口腔衛生状態不良 口菌検２

①～⑦のうち
３項目（検査
料算定あり）

①～⑦のうち
３項目（検査
料算定なし）

②口腔乾燥 口 腔 粘 膜 湿 潤
度検査（新設）

③咬合力低下 咬合圧１

④舌口唇運動機能低下 ―

⑤低舌圧 舌圧

⑥咀嚼機能低下 咀嚼１

⑦嚥下機能低下 ―
※検査に係る施設基準は２０２６年度改定で廃止。

歯周病患者画像活用指導料（P画像）

　歯周病患者に対する画像活用による指導の評価区分が見直さ
れ、位相差顕微鏡を用いた顕微鏡画像が新設された。
　口腔内画像は、口腔内カラー写真の撮影枚数にかかわらず50点
を算定し、撮影費用は算定できない。また顕微鏡画像は１回限り
50点を算定し、撮影費用および検査料は算定できない。なお、口
腔内画像と顕微鏡画像は併せて算定できる。

７

P画像１・２に用いる画像とカルテ記載等について

点数 指導に用いる画像 カルテ記載および保存など

口腔内画像
50点（撮影枚数不問）

口腔内カラー写真
による画像

口腔内カラー写真をカルテ添
付またはデジタル撮影した画
像を電子媒体に保存・管理

顕微鏡画像
50点（１回に限り）

位相差顕微鏡の描
写画像など

顕微鏡画像等に描出された細
菌の活動状況を踏まえた指導
内容をカルテに記載

８ 新製有床義歯管理料
　算定単位が、「1口腔単位」から「1装置単位」へ変更され、評価
が見直された。また点数項目が「局部義歯の場合」か、「総義歯の
場合」に見直された。患者の有床義歯の取り扱いについて、必要
な「説明」を行った場合に算定することとなった。

義管の変更点

改定前（１口腔につき） 改定後（１装置につき）

義管
困難な場合以外　　190点 ➡ 局部義歯の場合　  140点
困難な場合　　　　230点 総義歯の場合　　  140点

９ 歯科口腔リハビリテーション料
　有床義歯に係るリハビリテーションについて、義管との役割分
担が整理された。歯リハは、義歯による口腔機能の回復または維
持を目的とした調整や指導を評価する項目として位置付けられて
いる。また、義管との同日併算定が可能となり、診療の組み立て
に柔軟性が持たされている。

歯リハ1の変更点

改定前（１口腔につき） 改定後（１口腔につき）

歯リハ1
困難な場合以外　　104点 ➡ 有床義歯の場合　  114点

（局部義歯、総義歯）困難な場合　　　　124点

訪問診療４および５の変更
改定前 改定後

訪問診療４
（10人～ 19人）

訪問診療５
（20人以上） ➡

訪問診療４（10人～ 19人） 訪問診療５（20人以上）
歯援診１・２、
歯援病、歯訪問 左記以外 歯援診１・２、

歯援病、歯訪問 左記以外

20分以上 160点 95点 160点 80点 95点 48点
20分未満 96点 57点 96点 48点 57点 29点

２ 歯科疾患管理料（歯管）
　歯科疾患管理料は、初診月における減算が廃止され、初回から同一
の点数で算定できるようになった。一方で、点数は引き下げられてい
る。また、有床義歯のみの治療を行う患者も対象に含まれることとな
った。

・歯科疾患管理料　　　　　 90点（－10点）
・長期管理加算　　　　　＋100点（±0点）
・口管強の長期管理加算　＋120点（±0点）
・特別管理加算　　　　　 ＋80点（新設）

歯管の算定イメージ

初診月 ２カ月目 ３カ月目

改定前 80点 100点 100点 ＝280点

改定後 90点 90点 90点 ＝270点

歯周病継続支援治療
（改定前はSPTおよびP重防）

　従来の歯周病安定期治療（SPT）と歯周病重症化予防治療（Ｐ
重防）が統合され、新たな継続支援の枠組みとして整理された。
治療後の維持管理を一体的に評価する仕組みとなっている。

歯周病継続支援治療（現SPT、P重防）　改定前と改定後

改定前 改定後

Ｐ重防 SPT

➡

歯周病継続支援治療

1 ～ 9歯 150点 200点 170点

10 ～ 19歯 200点 250点 200点

20歯以上 300点 350点 350点

Ｐリスク
80点

重症化予防連携
強化加算100点

６

５ 口腔機能実地指導料
　歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算（12点）が独立し、新たに
口腔機能実地指導料（46点）が設けられた。施設基準を届け出た医療
機関において、口腔機能の指導などに係る研修を受けた歯科衛生士が
歯科医師の指示のもと、口腔機能に関する指導を行い、患者に文書を
提供した場合に算定できる。対象は、「口腔機能発達不全症」または
「口腔機能低下症」の患者となる。

口腔機能実地指導料の施設基準

①歯科医師または歯科衛生士を主体とする団体または学会な
どが主催する口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概
要、検査法、訓練法および実地指導方法など（入院患者や在
宅・施設療養患者への対応を含むものであること。）に係る
研修を受講した歯科衛生士が１名以上配置されていること。

２０２７２０２７年年５５月31日までみなし月31日までみなし

②口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。 

③②の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための
歯科用ユニットが確保されていること。

④当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っ
ていること。

　6月から当該指導料を算定するためには、5月7日から６月1日までの
間に施設基準を届け出る必要がある。研修要件には経過措置（2027年
5月末まで）が設けられており、研修が未受講の場合は、届出するに
あたり、受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症および口腔
機能低下症の実地指導に係る研修を2027年５月までに受講予定である
旨を記載する。なお、経過措置期間中に受講し、再度届け出ること。

（ 3）
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協会の顧問弁護士と顧問税理士が回答いたします。 

（相続、賃借契約のトラブル、記帳や仕分け方法など何でもご相談ください） 
 

日日  時時：：４月１６日（木） 午後 2 時～5 時 

定定  員員：：法律３名、経営・税務３名（相談時間は 1 人 1 時間以内） 

場場  所所：：東京歯科保険医協会 会議室 

要要予予約約：：03－3205－2999（担当：経営管理部） 

※予約は、受付順とさせていただきます。 

 

無料相談
 

 

トトララブブルル対対策策はは早早めめのの対対応応ががポポイインントト  

 
法法律律相相談談、、経経営営＆＆税税務務相相談談  
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資
格
確
認
で
可
能
と
し

た
。
②
は
保
険
者
か
ら
患
者
に

発
行
さ
れ
る
が
、
①
は
患
者
側

で
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
デ
ー

タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
取
得

す
る
必
要
が
あ
る
。

今
回
示
さ
れ
た
取
り
扱
い
に

よ
り
、
通
常
は
マ
イ
ナ
保
険
証

と
の
併
用
が
必
須
な
こ
れ
ら
の

持
参
物
に
つ
い
て
は
、
学
校
行

事
等
に
お
け
る
児
童
、
生
徒
等

が
受
診
す
る
場
合
は
単
体
で
資

格
確
認
が
可
能
と
な
る
。

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利

用
登
録
を
し
て
い
な
い
児

童
、
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
資

格
確
認
書
の
代
わ
り
に
そ
の
コ

ピ
ー
で
資
格
確
認
が
で
き
る
。

保
護
者
の
立
場
か
ら
考
え
る

と
、
保
護
者
が
管
理
し
て
い
る

マ
イ
ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書

の
代
わ
り
に
こ
れ
ら
を
予
め
準

備
す
る
こ
と
で
、
学
校
行
事
等

で
子
ど
も
の
緊
急
受
診
が
必
要

に
な
っ
た
際
、
こ
れ
ま
で
通
り

に
保
険
診
療
を
受
け
ら
れ
、
不

安
解
消
に
つ
な
が
る
。

◆
薬
剤
等
の
情
報
閲
覧
は

　
で
き
な
い

今
回
示
さ
れ
た
取
り
扱
い
は

従
来
、
現
場
で
行
わ
れ
て
い
た

健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
を
用
い

た
資
格
確
認
と
同
様
で
あ
る

が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
が
提
示
さ

れ
た
場
合
と
違
っ
て
過
去
の
薬

剤
な
ど
の
情
報
は
閲
覧
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
特
に
持
病
を

持
っ
た
児
童
や
生
徒
等
の
受
診

で
は
、
大
き
な
差
が
生
じ
る
。

通常時の
窓口の提出物

児童・生徒等が、学校行事等で、左記を持参でき
ない場合の提出物

マイナ保険証 →

マイナポータル上にある「医療保険の資格情報」
のPDF、またはその印刷物　※

保険者から交付される「資格情報のお知らせ」の
原本、またはそのコピー　※

資格確認書 → 「資格確認書」のコピー

表　保育所等への通園時や学校行事等における児童・生徒等の資格確認

※通常はマイナ保険証と一緒に提示するが、学校行事等の場合は単体
での提示でも資格確認可能

診療所等賃上げ支援事業および診療所等物価支援事業の詳細は決まり次
第、東京都ホームページにて更新されます。具体的な申請スケジュールは、
4月下旬以降に案内される予定です。
診療所等賃上げ支援事業は、2 ０２６年３月１日時点で、ベースアップ評価

料を届け出ている保険医療機関（現在の制度でベースアップ評価料が届け出
られない医療機関については、26年度診療報酬改定による見直し後、ベース
アップ評価料を届け出ることを誓約すること）が対象となります。
協会では、賃上げ支援事業の特設ページを作成しました。注意点などを記

載しておりますのでご覧ください。今後も、随時更新予定です。
また今後、新たな情報が入りましたら、デンタルブックメールニュース、

協会ホームページでもお知らせします。この機会にぜひ、デンタルブックに
ご登録ください。

診療所等賃上げ支援事業 診療所等物価支援事業

支給額
（歯科診療所） １５万円 １７万円

対象となる
医療機関等

・原則として、２０２６年３月１日時点
でベースアップ評価料を届け出てい
ること。
・現在の制度でベースアップ評価料が
届け出られない医療機関については、
26年度診療報酬改定による見直し
後、ベースアップ評価料を届け出るこ
とを誓約すること。

全ての医療機関

歯
科
衛
生
士
の
業
務
に

〝
特
定
行
為
〟を
検
討

厚
生
労
働
省
は
３
月
９
日
、

第
５
回
歯
科
衛
生
士
の
業
務
の

あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
を

開
催
し
た
。
同
検
討
会
で
は
、

歯
科
衛
生
士
の
業
務
の
あ
り
方

に
つ
い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ

た
。資

料
に
よ
れ
ば
、「
看
護
師

と
同
様
の
仕
組
み
で
、
歯
科
衛

生
士
の
歯
科
診
療
の
補
助
行
為

に
特
定
行
為
を
位
置
づ
け
る
と

す
る
と
、
特
定
行
為
研
修
を
受

講
し
た
歯
科
衛
生
士
が
手
順
書

で
あ
ら
か
じ
め
指
示
を
受
け
た

場
合
、
手
順
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
の

ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に
資
格

情
報
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
用
し

て
い
る
患
者
の
場
合
は
コ
ピ
ー

で
は
な
い
も
の
が
必
要
な
こ
と

も
患
者
に
は
分
か
り
に
く
い
。

こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に

は
、
当
面
は
マ
イ
ナ
保
険
証

の
有
無
に
関
係
な
く
資
格
確

認
書
を
一
斉
交
付
し
、
児
童

や
生
徒
等
に
お
い
て
は
そ
の

コ
ピ
ー
の
提
示
で
も
可
能
と

す
る
と
い
っ
た
導
線
の
一
本

化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
先

日
、
杉
並
区
で
国
保
加
入
者

に
対
す
る
資
格
確
認
書
の
一

斉
交
付
の
陳
情
が
採
択
さ
れ

た
が
、
協
会
は
引
き
続
き
問

題
の
把
握
と
解
決
を
求
め
て

い
く
。

上
野
厚
労
相　

さ
ら
な
る
延
長
は
否
定

７
月
末
ま
で
延
長 

保
険
証
で
の
資
格
確
認

表 今回延長された資格確認の暫定的な扱い
暫定的な資格確認方法＊１ 期限（変更前）

→

期限（変更後）
①「健康保険証」を提示
②「資格情報のお知らせ」のみを
　提示＊２

2026年
３月末まで

2026年
７月末まで

＊１：被保険者番号などを用いてオンライン資格確認等システムで照会するなど
　　し、資格を確認する
＊２：本来は、単体ではなく、マイナ保険証と併せて提示するもの

都
度
歯
科
医
師
の
確
認
や
指
示

が
な
く
て
も
歯
科
診
療
の
補
助

を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

る
」
と
し
て
、
歯
科
衛
生
士
が

特
定
行
為
を
行
え
る
よ
う
検
討

を
提
起
し
て
い
る
。

特
定
行
為
を
行
う
手
順
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
歯
科
医
師

が
歯
科
診
療
の
補
助
行
為
に
つ

い
て
、
患
者
の
状
態
に
応
じ
て

手
順
書
を
作
成
し
、
歯
科
衛
生

士
に
対
し
手
順
書
で
指
示
を
出

す
。
指
示
を
受
け
た
歯
科
衛
生

士
は
手
順
書
に
示
さ
れ
た
患
者

の
病
状
の
範
囲
を
確
認
し
、
手

順
書
に
よ
り
特
定
行
為
を
実
施

し
、
結
果
を
歯
科
医
師
に
報
告

す
る
。
手
順
書
に
示
さ
れ
た
病

状
の
範
囲
外
の
病
状
が
現
れ
た

場
合
は
、
そ
の
都
度
歯
科
医
師

に
報
告
し
、
指
示
を
仰
ぐ
こ
と

に
な
る
。

一
見
す
る
と
現
状
の
歯
科
衛

生
実
地
指
導
の
場
合
と
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え

る
。
し
か
し
、
特
定
行
為
に
お

け
る
歯
科
医
師
の
指
示
は
、
指

示
書
（
書
面
）
に
よ
り
包
括
的

に
行
う
。
こ
れ
は
、
直
接
の
指

示
が
必
要
な
現
状
と
大
き
く
違

う
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
歯

科
衛
生
士
に
は
実
践
的
な
理
解

力
、
思
考
力
お
よ
び
判
断
力
、

な
ら
び
に
高
度
か
つ
専
門
的
な

知
識
、
お
よ
び
技
能
が
特
に
必

要
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
高

度
な
判
断
力
な
ど
を
要
請
す
る

研
修
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。
な
お
、
看
護
師
が
行

う
特
定
行
為
研
修
に
は
実
習
も

含
ま
れ
て
い
る
。

既
に
医
科
診
療
の
中
で
導
入

さ
れ
て
い
る
特
定
行
為
は
現
在

38
行
為
21
区
分
が
指
定
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
「
経
口
用
気
管

チ
ュ
ー
ブ
又
は
経
鼻
用
気
管
チ

ュ
ー
ブ
の
位
置
の
調
整
」「
褥

瘡
又
は
慢
性
創
傷
の
治
療
に
お

け
る
血
流
の
な
い
壊
死
組
織
の

除
去
」「
イ
ン
ス
リ
ン
の
投
与

量
の
調
整
」な
ど
が
該
当
す
る
。

歯
科
衛
生
士
に
よ
る
特
定
行

為
は
、
同
検
討
会
で
在
宅
療

養
、
口
腔
ケ
ア
・
管
理
の
分

野
で
検
討
を
行
う
べ
き
と
の

意
見
が
上
が
っ
て
い
る
。
研

修
の
内
容
や
科
目
、
実
習
施

設
な
ど
は
今
後
詳
細
が
決
ま

る
た
め
、
現
場
に
反
映
さ
れ

る
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る

だ
ろ
う
。

今
後
も
高
齢
化
が
進
む
に
し

た
が
い
、
在
宅
や
入
院
患
者
の

口
腔
管
理
ニ
ー
ズ
が
増
加
し
て

い
く
。
一
方
、
生
産
人
口
の
減

少
に
よ
り
歯
科
医
師
・
歯
科
衛

生
士
と
い
っ
た
働
き
手
が
減
る

中
で
、
質
の
高
い
歯
科
医
療
の

確
保
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
と

い
う
観
点
で
歯
科
衛
生
士
の
特

定
行
為
が
提
起
さ
れ
た
。
歯
科

衛
生
士
の
業
務
の
高
度
化
や
専

門
化
が
進
む
こ
と
は
重
要
な
こ

と
で
あ
り
、
や
り
が
い
に
も
つ

な
が
る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
側

で
〝
人
件
費
を
抑
え
た
〟
医
療

提
供
に
利
用
さ
れ
る
の
で
は
本

末
転
倒
と
も
い
え
る
。
増
え
る

責
任
、
業
務
内
容
、
や
り
が
い

に
見
合
っ
た
報
酬
の
確
保
も
同

時
に
検
討
す
べ
き
だ
。

た
エ
ラ
ー
が
依
然
と
し
て
発
生

し
て
い
る
。
ま
た
、
全
国
保
険

医
団
体
連
合
会
の
調
査
に
よ
る

と
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
解
決

方
法
と
し
て
、
従
来
の
健
康
保

険
証
で
資
格
確
認
せ
ざ
る
を
得

な
い
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
は
、
保
険
者
が
登
録
し

た
情
報
が
シ
ス
テ
ム
に
反
映
さ

れ
る
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
あ

る
。当

面
は
資
格
確
認
書
の

一
斉
交
付
を

厚
労
省
は
、
タ
イ
ム
ラ
グ
問

題
の
早
期
解
決
策
を
提
示
す
る

と
と
も
に
、
８
月
以
降
の
延
長

を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
後

期
高
齢
者
や
一
部
の
自
治
体

（
世
田
谷
区
・
渋
谷
区
）
の
国

保
加
入
者
と
同
様
に
、
当
面
の

間
は
資
格
確
認
書
を
加
入
者
全

員
に
交
付
す
る
べ
き
で
あ
る
。

現
場
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
、

協
会
は
引
き
続
き
国
会
議
員
や

行
政
に
対
し
て
改
善
を
求
め
て

い
く
。

２０２５年度 医療機関等における
賃上げ・物価上昇支援事業について

東京都HPはこちらから 協会特設ページはこちらから



（ 5） 第６７３号 ２０２６年（令和８年）４月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

研究会・行事ご案内研究会・行事ご案内

第第１１回スタッフ講習会回スタッフ講習会
未経験スタッフのための

講習会

日　時　４月23日（木）午後７時～９時（予定）
講　師　協会講師団
会　場　東京歯科保険医協会会議室
定　員　30名（１診療所２名まで）
対　象　会員の診療所に勤務するスタッフ
　　　　（歯科医療界未経験の方または経験の浅い方）
参加費　１名につき５，０００円　※事前振込制
　　　　（歯科保険診療ハンドブック１冊付）
予　約　右下のＱＲからお申し込みください。
担　当　経営管理部

参加者には
１冊プレゼント

参加申込

「新規スタッフを採用したけれど、教育するための時間が取れな
い」「歯科医療機関での業務が初めて」「数年働いたけれど分からない
ことが多い」…などの不安を解消します。
マイナ保険証やスマホ保険証、資格確認書など、さまざまな資格確

認方法について、明日からの現場ですぐに役立つ情報も交えて紹介し
ます。
歯科医療機関での勤務が未経験の方はもちろん、経験の浅い方、ブ

ランクのある方などに向けて、健康保険制度の概要や歯科の基本が学
べる講習会となっています。ぜひ、この機会にご受講を。
※実技研修やレセプト請求方法などの内容は含まれません。

◎点数改定の情報が届きます。
◎ 「電子書籍 デンタルブック」を

無料でご利用いただけます。
◎保険請求のHow To が届きます。
◎経営や税務のQ&Aが届きます。
◎補助金、助成金の情報が届きます。
◎研究会動画が視聴できます。

登録はこちらから▲

東京歯科保険医協会では、会員の先生限定、
無料で、価値ある情報をメールで随時お送
りしています。

まだ登録していない方は、
右QRからお申し込みください。
登録はスマホでもOK！

300を超える豊富な症例解説で
保険請求がわかる！

学術研究会などの動画も
いつでも見られます！

先生！
メール登録はお済ですか？

＜登録をすると＞

先生！
メール登録はお済みですか？

ＱＱ１１　業者から「法令によりサイバーセキュリ　業者から「法令によりサイバーセキュリ
ティ対策が義務付けられている」と言わティ対策が義務付けられている」と言わ
れた。医院ではどのような対策が必要か。れた。医院ではどのような対策が必要か。

サイバーセキュリティ対策をめぐる業者トラブルに注意経営・税務相談

Ｑ＆Ａ　No.439

【Ａ１】　厚生労働省は、２０２３年５月に「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」（以下、ガイドライン）を改定し、各医療機
関に順守するよう求めています。
　また、このガイドラインを基に医療機関が優先
的に取り組むべき事項をまとめたチェックリスト
が公開されています。まずはこのチェックリスト
に沿って、自院の状況を確認することをお勧めし
ます。
　なお、無料を謳って「コンピューターを見せて
ほしい」と訪問してくる業者もあります。多くの
場合、点検後に「問題点が見つかりました」など
と言って保守契約を勧めてきます。既に取引のあ
る業者以外に「点検」してもらうことは避けるこ
とをお勧めします。

ＱＱ２２　業者から「ネットワーク保護を目的とし
たＵＴＭ（Unifi ed Threat 
Management：統合脅威管理）を導
入しないと危険」と言われたが、本当か。

【Ａ２】　「ＵＴＭ」を導入することでサイバー攻
撃のリスクを低減できることは事実です。しかし
継続的に脅威から防御するためには、導入後も保
守、ハードやソフトの更新などのメンテナンスが
必要となり、相応の費用がかかります。
　厚労省もＵＴＭの導入を必須とはしておらず、
Ａ１で紹介したチェックリストにはＵＴＭに関す
る具体的項目はありません。
　また、中には高額なリース契約を迫る業者もあ
るようです。医療機関で行う契約は BtoB 契約
（Business To Business ＝企業間取引）に該当
するため、クーリングオフは適用されません。不
安な場合は、契約書にサインをする前に協会へご
相談ください。

　ネットワークのセキュリティ強化に関する問合せが増加している。業者からの高額な保
守契約を勧められ対応に苦慮している声も多い。こうした状況を踏まえ、今回はサイバー
セキュリティ対策に関する注意点を整理した。

ＱＱ３３　サイバー攻撃を受けることは避けたい。サイバー攻撃を受けることは避けたい。
どうすればよいか。どうすればよいか。

【Ａ３】比較的安価で効果が見込まれる基本的な
対策として、①パスワードの使い回しをやめる、
②OSやソフトウェアのバージョンアップを確実
に行う、③ウイルス対策ソフトを導入する、など
があります。
　この他、デンタルブックでサイバーセキュリテ
ィ対策に不慣れな方にも分かりやすく解説した医
療安全講習会の動画「明日からできる院内セキュ
リティ対策講習会―悪徳業者に騙されないために
―」をデンタルブックで公開しています。ぜひ、
ご覧ください。

令和７年度版医療機関におけ

るサイバーセキュリティ対策

チェックリスト

デンタルブック
ログイン

２０２６年６月

改正に対応。

保険点数の

ルールブック
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診療報酬改定診療報酬改定

新点数説明会新点数説明会

２０２６２０２６年度年度

　２０２６２０２６年度診療報酬改定が年度診療報酬改定が６６月月１１日から施行されます。協会は診療報酬改定に伴い、新点数説明会を日から施行されます。協会は診療報酬改定に伴い、新点数説明会を
開催します。診療報酬改定のたびに行われる本説明会は毎回好評で、多くの先生にご参加いただいてお開催します。診療報酬改定のたびに行われる本説明会は毎回好評で、多くの先生にご参加いただいてお
ります。ぜひ、ご参加ください。ります。ぜひ、ご参加ください。

参加方法
　会員は、事前予約不要です。当日、直接会場にお越しください。　会員は、事前予約不要です。当日、直接会場にお越しください。
　未入会の方は、参加費は、各回につき30,000円となります。事前にお　未入会の方は、参加費は、各回につき30,000円となります。事前にお
申し出ください（☎03-3205-2999）。なお、会員として参加希望の場合申し出ください（☎03-3205-2999）。なお、会員として参加希望の場合
は、事前の入会をお願いします。は、事前の入会をお願いします。

参加費（会員の方）
　参加費は、会員証　参加費は、会員証１１枚につき枚につき１１名無料、名無料、２２人目以降は人目以降は１１名につき1,000名につき1,000
円です。円です。ゴールドのゴールドの会員証会員証をを必必ずおずお持持ちくださいちください。ご提示がない場合、。ご提示がない場合、
入場にお時間がかかる場合や、入場をお断りする場合があります。紛失入場にお時間がかかる場合や、入場をお断りする場合があります。紛失
された場合は再発行（手数料 1,808円）を承っております。発行までおされた場合は再発行（手数料 1,808円）を承っております。発行までお
時間がかかるため、お早めにご連絡ください。時間がかかるため、お早めにご連絡ください。
　例年、受付が大変混み合います。スムーズにご入　例年、受付が大変混み合います。スムーズにご入
場いただくためにも、必ず皆さまお揃いの上、ご来場いただくためにも、必ず皆さまお揃いの上、ご来
場ください。場ください。

オンデマンド配信
　各回ともに、開催後にオンデマンド配信を実施します。開催日から　各回ともに、開催後にオンデマンド配信を実施します。開催日から
2週間後を目途に順次公開する予定です。2週間後を目途に順次公開する予定です。
※リアルタイム配信はございません。※リアルタイム配信はございません。

テキスト
　説明会で、書籍「2026年改定の要点と解説」を　説明会で、書籍「2026年改定の要点と解説」を
テキストとして使用します。会員の方には、協会にテキストとして使用します。会員の方には、協会に
登録いただいている送付先住所に4月上旬に1冊登録いただいている送付先住所に4月上旬に1冊
無料で送付しますので無料で送付しますので、、説明会説明会にごにご参加参加のの際際はは必必
ずおずお持持ちください。ちください。
　また、追加で書籍が必要な場合は、会場で購入　また、追加で書籍が必要な場合は、会場で購入
いただけます（1冊2,000円（税込））。なお、追加書籍いただけます（1冊2,000円（税込））。なお、追加書籍
の郵送をご希望の場合は、右のQRからお申し込みの郵送をご希望の場合は、右のQRからお申し込み
ください（1冊3,000円（税＋諸費用込））。ください（1冊3,000円（税＋諸費用込））。

メーカー展示・協賛企業（午後４時30分～）
　歯科医療メーカー各社による展示ブースを設置予定です。新点数説　歯科医療メーカー各社による展示ブースを設置予定です。新点数説
明会参加前にぜひお立ち寄りください。明会参加前にぜひお立ち寄りください。

＜協賛企業＞＜協賛企業＞
株式会社アキラックス、OEC株式会社、株式会社オプテック、クルツァ株式会社アキラックス、OEC株式会社、株式会社オプテック、クルツァ
ージャパン株式会社、サンシステム株式会社、株式会社ジーシー、株式ージャパン株式会社、サンシステム株式会社、株式会社ジーシー、株式
会社ジーシーアイコミュニケーションズ、デンタルシステムズ株式会会社ジーシーアイコミュニケーションズ、デンタルシステムズ株式会
社、株式会社トクヤマデンタル、パナソニック株式会社、株式会社ミッ社、株式会社トクヤマデンタル、パナソニック株式会社、株式会社ミッ
ク、株式会社モリタ、株式会社ヨシダ、株式会社ライフク、株式会社モリタ、株式会社ヨシダ、株式会社ライフ

会場アクセス
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明日の医療を考える

2026年改定の
要点と解説

2026年改定の
要点と解説

特集 歯科診療報酬
歯科診療報酬

注文フォームはこちら

メーカー展示・協賛企業

「要点の解説」

4/10（金）
６時30分～９時00分

文京シビック
大ホール

会場

第１回

午
後

「保険請求時の留意点」
（疑義解釈、レセプト記載要領など）

5/21（木）
６時30分～９時00分

なかのZERO
大ホール

会場

第２回

午
後

2026年

「在宅医療」

5/27（水）
６時30分～９時00分

なかのZERO
大ホール

会場

第３回

午
後
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東
京
歯
科
保
険
医
協
会

         

会
長     

早
坂 

美
都

- 広報 ・ ホ ームページ部 -

機関紙 「東京歯科保険医新聞」 と機関紙 「東京歯科保険医新聞」 と

ホームページの編集 ・管理など担当ホームページの編集 ・管理など担当

こ
の
機
関
紙
を
お
手
に
と
っ

て
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
先

生
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

東
京
歯
科
保
険
医
協
会
で

は
、
機
関
紙
を
全
国
の
歯
科
大

学
、
国
会
議
員
や
行
政
機
関
に

も
広
く
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
年
に
３
回
は
協
会
の
活
動

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
歯
科
に

関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
当
協
会
会
員

の
先
生
以
外
の
東
京
都
内
の
歯

科
医
師
の
方
々
に
も
お
届
け
し

て
い
ま
す
。
協
会
の
活
動
を
知

っ
て
い
た
だ
く
た
め
と
、
会
員

の
先
生
以
外
の
方
々
に
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
今
回
は
、
機
関

紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
編
集
な

ど
を
は
じ
め
、
広
報
活
動
全
般

を
担
当
し
て
い
る
広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
部
を
紹
介
し
ま
す
。

か
く
言
う
私
も
、
２
０
１
７

年
～
25
年
ま
で
広
報
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
部
長
を
務
め
て
お
り
ま

し
た
が
、
現
在
で
は
機
関
紙

「
東
京
歯
科
保
険
医
新
聞
」
だ

け
で
は
な
く
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
も
活
用
し

て
、
協
会
活
動
の
周
知
、
歯
科

医
療
関
連
情
勢
の
報
道
、
会
員

同
士
の
交
流
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
も
時
代
の
流
れ
と
感

じ
ま
す
が
、
協
会
設
立
当
時
は

月
１
回
の
機
関
紙
の
み
の
発
行

で
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
を
念
頭

に
、
毎
月
中
旬
過
ぎ
を
目
安

に
、
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
機

関
紙
全
紙
面
を
公
開
し
て
い
ま

す
。
会
員
以
外
の
方
に
も
読
ん

で
い
た
だ
け
る
の
で
、
好
評
で

す
。
紙
媒
体
が
オ
ー
ル
ド
メ
デ

ィ
ア
と
い
う
言
葉
に
表
現
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
紙
面

を
手
に
取
り
ペ
ー
ジ
を
め
く
る

作
業
に
よ
っ
て
、
よ
り
内
容
が

理
解
し
や
す
く
頭
に
入
り
や
す

い
と
い
う
お
声
も
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
実
際
に
写
真
な
ど

は
、
紙
媒
体
と
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ホ
の
液
晶
画
面
で
は
微
妙
に

色
合
い
が
違
っ
て
み
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
画
面
を
ス
ク
ロ

ー
ル
し
て
読
む
、
も
し
く
は

紙
を
め
く
っ
て
読
む
…
ど
の

よ
う
な
形
が
よ
り
良
く
会
員

に
伝
わ
る
か
、
広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
部
で
は
引
き
続
き

検
討
を
続
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

東
京
歯
科
保
険
医
新
聞
の
前

身
で
あ
る
「
東
京
歯
科
保
険
医

ニ
ュ
ー
ス
」
第
1
号
が
発
刊
さ

れ
た
の
は
73
（
昭
和
48
）
年
３

月
11
日
で
す
。
設
立
総
会
の
お

よ
そ
40
日
前
で
す
。
当
時
は
Ｂ

４
判
の
紙
面
裏
表
の
２
ペ
ー
ジ

建
て
（
写
真
参
照
）
で
し
た
。

そ
の
後
、
75
年
２
月
の
第
１
５

号
か
ら
Ｂ
5
判
４
ペ
ー
ジ
建
て

の
冊
子
形
式
と
な
り
、
状
況
に

応
じ
て
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
て

い
ま
す
。
80
年
１
月
号
か
ら
名

称
を
「
東
京
歯
科
保
険
医
新

聞
」
と
改
め
、
第
三
種
郵
便
物

の
認
可
を
取
り
、
併
せ
て
タ
ブ

ロ
イ
ド
判
に
な
り
ま
し
た
。
東

京
都
知
事
選
挙
特
集
と
し
て
発

行
し
た
99
年
３
月
20
日
臨
時
号

か
ら
Ｄ
Ｔ
Ｐ(

Ｄ
ｅ
ｓ
ｋ　
Ｔ

ｏ
ｐ　
Ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ

ｇ/

卓
上
出
版)

編
集
が
始
ま

り
、
紙
面
も
変
形
タ
ブ
ロ
イ

ド
判
（
現
在
の
大
き
さ
）
に

な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま

す
。 東

京
歯
科
保
険
医
新
聞
は
、

「
新
聞
」
と
い
う
名
前
が
つ
い

て
い
ま
す
が
、
東
京
歯
科
保
険

医
協
会
の
「
機
関
紙
」
で
す
。

創
刊
以
来
、
歯
科
保
険
医
の
権

利
を
守
り
、
都
民
の
歯
科
保
健

医
療
を
守
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま

な
記
事
を
掲
載
し
て
き
ま
し

た
。
総
会
を
は
じ
め
設
立
40
周

年
企
画
、
50
周
年
企
画
、
歯
科

保
険
医
学
会
、
海
外
歯
科
医
療

視
察
、
歯
と
健
康
フ
ォ
ー
ラ
ム

な
ど
の
行
事
の
報
道
。「
質
の

◆
紙
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
―
広
報
活
動
の
広
が
り

◆
メ
デ
ィ
ア
懇
談
会

　
も
運
営

メディア懇談会　充実した質疑が飛び交うメディア懇談会　充実した質疑が飛び交う

〝
う
蝕
の
あ
る
子
〟
過
去
最
少
に

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学

校
、
高
等
学
校
の
幼
児
、
児

童
、
生
徒
に
お
い
て
う
蝕
が
あ

る
子
ど
も
の
割
合
が
過
去
最
少

で
あ
る
こ
と
が
、
２
０
２
５
年

度
学
校
保
健
統
計
調
査
に
よ
り

明
ら
か
に
な
っ
た
。

◆
う
歯
の
者
の
割
合
が

　
全
学
校
種
で
過
去
最
小

こ
の
調
査
は
、
文
部
科
学
省

が
毎
年
実
施
し
て
お
り
、
学
校

に
お
け
る
幼
児
、
児
童
、
生
徒

の
発
育
と
健
康
状
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
48
年
度
か
ら
毎
年
実
施
さ

れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
は
25

年
４
月
か
ら
６
月
に
か
け

て
、
５
～
17
歳
ま
で
の
幼
児
、

児
童
、
生
徒
を
対
象
に
行
わ
れ

た
。そ

れ
に
よ
る
と
、
う
歯
が
あ

る
子
ど
も
の
割
合
は
小
学

校
、
高
等
学
校
で
４
割
、
中
学

校
で
３
割
、
幼
稚
園
で
２
割
を

下
回
り
、
い
ず
れ
も
過
去
最
小

と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
推
移

を
み
る
と
、
75
年
頃
に
は
各
世

代
と
も
に
９
割
以
上
の
子
ど
も

に
う
蝕
が
あ
っ
た
が
、
平
成
に

入
っ
て
以
降
は
減
少
を
続
け
て

い
る
。

◆
口
腔
の
状
態
は
二
極
化

協
会
が
行
っ
た
学
校
歯
科
治

療
調
査
で
も
、
子
ど
も
の
う
蝕

の
減
少
傾
向
は
明
ら
か
で
あ

る
。
23
年
に
行
っ
た
調
査
で

は
、
歯
科
検
診
に
お
い
て
「
要

受
診
」
と
な
っ
た
子
ど
も
や
、

口
腔
内
が
崩
壊
状
態
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
子
ど
も
が
過
去
の

同
調
査
と
比
較
し
て
減
少
し
て

い
た
。
一
方
で
、
窓
口
負
担
金

の
有
無
が
子
ど
も
の
口
腔
状
態

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
同
調
査
か
ら

見
え
て
き
て
い
る
。
子
ど
も
の

口
腔
の
状
態
に
つ
い
て
、
養
護

教
諭
か
ら
は
「
口
腔
内
の
状
態

が
二
極
化
し
て
い
る
」
と
の
声

が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
依
然
と

し
て
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

学
校
保
健
統
計
調
査

2006年度診療報酬改定直後の厚労省要請の様子を
伝える本紙（2006年5月1日号）

東京歯科保険医ニュース創刊号（1973年3月11日号）「歯科医
と患者が共に信頼し合えるような医療制度を築き上げる努力
を」と呼びかけた。

協
会
で
は
機
関
紙
発
行
や
Ｓ

ベア評価料届出が条件の給付金ベア評価料届出が条件の給付金

「政策誘導では」「政策誘導では」

協
会
は
3
月
13
日
、
第
６
回

メ
デ
ィ
ア
懇
談
会
を
開
催

し
、
２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬

改
定
の
内
容
を
中
心
に
意
見
交

そ
の
中
で
、
議
論
の
中
心
と

な
っ
た
の
は
、
医
療
従
事
者
の

賃
上
げ
を
目
的
と
し
た
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
で
あ
る
。
都
内

の
歯
科
医
療
機
関
に
お
け
る
届

出
率
は
26
年
１
月
時
点
で
28
・

18
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。
協
会

側
は
、
診
療
報
酬
点
数
は
本

来
、
医
療
行
為
に
対
す
る
対
価

で
あ
る
と
し
、
賃
上
げ
を
目
的

と
し
た
点
数
は
制
度
の
原
則
か

ら
外
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
施
設
基
準

を
届
け
出
る
際
の
様
式
に
つ
い

て
質
問
が
あ
り
、
そ
の
手
続
き

の
煩
雑
さ
に
話
題
が
及
ん
だ
。

さ
ら
に
、
診
療
所
等
賃
上
げ
支

援
事
業
の
給
付
条
件
に
、
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
届
出
が
含

ま
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

◆
イ
ン
フ
レ
下
で
の

　
診
療
報
酬
の
あ
り
方

参
加
者
か
ら
は
、
イ
ン
フ
レ

が
続
く
中
で
の
今
次
改
定
で
は

経
営
改
善
が
難
し
い
と
の
指
摘

も
あ
っ
た
。「
公
定
価
格
で
あ

る
診
療
報
酬
だ
け
が
物
価
上
昇

に
追
い
つ
い
て
い
な
い
」
と
の

意
見
や
、「
医
療
機
関
も
物
価

高
の
影
響
を
受
け
て
い
る
」
と

の
声
が
上
が
っ
た
。
協
会
は
、

基
本
診
療
料
の
引
き
上
げ
に

よ
っ
て
歯
科
医
療
機
関
の
経

営
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
が

必
要
と
の
考
え
を
示
し
、
今

後
も
制
度
改
善
を
求
め
て
い

く
と
し
た
。

ほ
か
、
衆
議
院
選
（
２
月
８

日
）
に
向
け
て
実
施
し
た
政
党

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
マ
イ
ナ

保
険
証
問
題
な
ど
を
議
題
に
懇

談
。
メ
デ
ィ
ア
３
社
４
名
が
参

加
し
た
。

メディア懇談会

♦
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
に

　
疑
問
の
声

換
を
行
っ
た
。
本
橋
昌
宏
副
会

長
が
担
当
し
、
広
報
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
部
長
の
小
林
顕
理
事
が

進
行
を
務
め
た
。
診
療
報
酬
改

定
の
議
題
で
は
、
改
定
率
が
全

体
で
３
・
09
％
と
さ
れ
る
が
、

歯
科
医
療
機
関
の
収
入
に
直
接

つ
な
が
る
部
分
は
わ
ず
か
に
０

・
31
％
に
と
ど
ま
る
と
説
明
さ

れ
た
。
協
会
が
求
め
て
き
た
不

合
理
な
点
の
是
正
が
一
部
進
ん

低
下
と
給
付
の
低
下
は
ご
免
運

動
」「
児
・
産
・
歯
運
動
」「
自

主
質
管
理
運
動
」
の
呼
び
か

け
、
東
日
本
大
震
災
で
の
歯
科

医
療
支
援
な
ど
の
会
員
へ
の
参

加
呼
び
か
け
。
ポ
リ
サ
ル
ホ
ン

凍
結
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
初

診
料
「
Ｎ
ｏ
」、
保
険
で
よ
い

入
れ
歯
を
、
診
療
報
酬
や
反
核

平
和
問
題
な
ど
に
関
す
る
協
会

の
考
え
の
表
明
。
最
近
で
は
、

歯
科
医
師
の
引
退
に
焦
点
を
当

て
た
連
載
「
退
き
際
の
思
考 

歯

科
医
師
を
や
め
る
」
な
ど
、
実

に
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
を
掲
載

し
、
会
員
に
伝
え
て
き
ま
し

た
。こ

の
「
東
京
歯
科
保
険
医
新

聞
」
の
発
行
に
責
任
を
持
ち
、

管
理
を
し
て
い
る
の
が
広
報
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
で
す
。
紙
面

用
の
原
稿
は
役
員
や
各
部
部

員
、
さ
ら
に
協
会
事
務
局
員
が

分
担
し
て
作
成
し
て
い
ま

す
。
01
年
４
月
に
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
開
設
し
そ
の
管
理
・
運

営
に
も
責
任
を
持
っ
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｓ
活
用
の
ほ
か
、
歯
科
医
療

関
連
メ
デ
ィ
ア
と
の
交
流
促
進

の
た
め
08
年
3
月
に
メ
デ
ィ
ア

懇
談
会
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
26
年

3
月
13
日
の
開
催
で
通
算
112
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。
メ
デ
ィ
ア

懇
談
会
の
開
催
も
広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
部
会
が
所
管
し
て
い

ま
す
。
よ
り
良
い
医
療
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
国
民
の
理
解

と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
協
会

か
ら
メ
デ
ィ
ア
に
向
け
、
メ
デ

ィ
ア
を
通
じ
て
国
民
に
向

け
、
歯
科
医
療
が
直
面
す
る
問

題
と
解
決
の
方
向
の
議
論
、
そ

れ
に
関
す
る
協
会
の
主
張
、
活

動
な
ど
に
つ
い
て
発
信
し
、
広

く
日
本
の
歯
科
医
療
界
の
実
情

の
理
解
を
求
め
る
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

だ
こ
と
は
評
価
す
る
一
方
、
こ

の
水
準
で
は
経
営
改
善
に
は
不

十
分
と
の
認
識
を
示
し
た
。

「
政
策
誘
導
的
な
仕
組
み
で
は

な
い
か
」
と
の
意
見
も
出
た
。

（ 7） 第６７３号 ２０２６年（令和８年）４月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918
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歯
初
診
の
施
設
基
準
に
新
た
な
研
修
項
目
が
追
加
さ
れ
る

６
月
施
行
に
向
け
て
、
２
０

２
６
年
度
歯
科
診
療
報
酬
改
定

（
以
下
、
改
定
）
は
、
１
月
に

個
別
改
定
項
目
の
公
表
、
２
月

に
答
申
、
３
月
に
官
報
告
示
・

関
連
通
知
の
発
出
、
４
月
改
定

と
各
ス
テ
ッ
プ
が
着
々
と
進

み
、
そ
の
都
度
、
協
会
は
、
会

員
に
適
時
メ
ー
ル
ニ
ュ
ー

ス
、
本
紙
な
ど
で
情
報
を
発
信

し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
４
月

10
日(

金)

に
「
文
京
シ
ビ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー
」
で
第
１
回
新
点
数

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
今
次

改
定
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く

解
説
し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

続
い
て
第
２
回
新
点
数
説
明

会
は
、
６
月
施
行
の
直
前
と
な

る
５
月
21
日(

木)

に
保
険
請
求

時
の
注
意
点
を
中
心
に
「
な
か

の
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
ホ
ー
ル
」
で
、
さ

ら
に
５
月
27
日(

木)

に
は
在
宅

医
療
を
中
心
に
解
説
す
る
第
３

回
新
点
数
説
明
会
を
同
じ
く

「
な
か
の
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
ホ
ー

ル
」
で
開
催
し
ま
す
（
詳
細
は

６
面
）。

今
次
改
定
は
、
臨
床
現
場
の

不
合
理
の
多
く
が
是
正
さ
れ
た

改
定
で
あ
る
と
私
は
評
価
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
歯
周
病
安

定
期
治
療
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
）
と
歯
周

病
重
症
化
予
防
治
療
（
Ｐ
重

防
）
が
整
理
・
統
合
さ
れ
て
歯

周
病
継
続
支
援
治
療
に
な
る
こ

と
、
有
床
義
歯
で
義
管
と
歯
リ

ハ
１
と
の
同
日
算
定
、
歯
科
衛

生
士
な
ら
び
に
歯
科
技
工
士
へ

の
評
価
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
の
変
更
な
ど
、
保
険
診
療
を

行
う
上
で
、
理
解
が
必
要
な
変

更
点
が
多
く
あ
り
ま
す
。

今
回
、
初
診
料
と
再
診
料
の

点
数
ア
ッ
プ
と
歯
科
初
診
料
注

１
の
施
設
基
準
（
以
下
、「「
歯

初
診
」）
の
研
修
要
件
の
追
加

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
今
次

改
定
に
お
い
て
、
初
診
料
と
再

診
料
は
、「
歯
初
診
」
の
届
出

を
行
っ
て
い
れ
ば
改
定
前
の
初

診
料
267
点
が
、
６
月
の
改
定
後

に
は
５
点
増
点
の
272
点
に
、
再

診
料
58
点
が
１
点
増
点
の
59
点

に
な
り
ま
す
。「
歯
初
診
」
が

未
届
の
場
合
、
改
定
前
の
初
診

料
240
点
が
、
６
月
か
ら
は
５
点

増
点
の
245
点
に
、
再
診
料
44
点

が
１
点
増
点
の
45
点
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
初
・
再
診
料
の
点

数
引
き
上
げ
の
理
由
は
、
物
価

高
騰
に
よ
る
医
療
機
関
の
物
件

費
増
加
へ
の
対
応
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
表
に
12
年
か
ら
の
歯
科

（「
歯
初
診
」
届
出
医
療
機

関
）
と
医
科
の
初
・
再
診
料
の

変
遷
を
示
し
ま
す
。
歯
科
と
医

科
の
基
本
診
療
料
の
差
は
、
12

年
時
は
初
診
料
52
点
の
差
だ
っ

た
の
が
今
次
改
定
で
19
点
、
再

診
料
27
点
の
差
が
今
次
改
定
で

前
会
長
の
坪
田
有
史
氏
が
歯
科

に
つ
い
て
執
筆
す
る
コ
ラ
ム
「
遊

歩
道
」。
さ
な
が
ら
、
遊
歩
道
を

散
歩
し
て
い
る
が
ご
と
く
、
時
に

は
立
ち
止
ま
り
、時
に
は
遠
く
を

見
つ
め
な
が
ら
、
坪
田
氏
独
自
の

視
点
で
歯
科
界
を
自
由
に
解
説
し

て
い
き
ま
す
。

第
2
回

17
点
と
少
し
ず
つ
で
す
が
、
縮

ま
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま

す
。な

お
、「
歯
初
診
」
の
届
出

医
療
機
関
と
未
届
の
医
療
機
関

で
初
・
再
診
料
に
小
さ
く
な
い

点
数
の
差
が
設
定
さ
れ
た
の

は
、
18
年
度
改
定
で
し
た
。
な

お
当
時
、
半
年
間
の
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
18
年
10

月
１
日
か
ら
新
た
な
点
数
で
初

・
再
診
料
の
算
定
と
な
り
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前

の
多
く
の
医
療
機
関
は
、
こ
の

経
過
措
置
の
半
年
間
で
常
勤
歯

科
医
師
の
院
内
感
染
防
止
対
策

（
22
年
改
定
時
に
追
加
：
標
準

予
防
策
お
よ
び
新
興
感
染
症
に

対
す
る
対
策
）
に
関
す
る
研
修

を
受
講
、
届
出
を
行
い
、
そ
の

後
に
毎
年
行
う
定
例
報
告
（
当

時
、
7
月
報
告
）
で
研
修
名
や

受
講
年
月
日
な
ど
を
記
載
し

て
、
関
東
信
越
厚
生
局
へ
報
告

し
て
き
ま
し
た
。
研
修
は
4
年

に
１
回
以
上
の
受
講
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
22
年
に
２

回
目
の
研
修
を
受
講
さ
れ
た
会

員
が
多
い
と
推
測
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
今
年
26
年

は
多
く
の
会
員
が
３
回
目
の
研

修
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
25
年
に
行
っ
た
８

月
報
告
（
24
年
改
定
よ
り
７
月

か
ら
８
月
に
変
更
）
は
、
今
次

改
定
で
添
付
書
類
の
省
略
な
ど

の
簡
素
化
を
理
由
に
廃
止
と
な

り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
定

例
報
告
の
必
要
は
な
く
な
り
ま

す
が
、
４
年
に
１
回
以
上
の
研

修
の
受
講
は
、
引
き
続
き
必
要

で
す
。 

今
次
改
定
で
「
歯
初
診
」
の

研
修
の
項
目
に
薬
物
耐
性
に
関

す
る
「
抗
菌
薬
の
適
正
使
用
」

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
中

で
話
題
に
な
っ
て
い
る
薬
物
耐

性
菌
に
よ
る
死
亡
者
数
、
さ
ら

に
薬
物
耐
性
菌
が
関
連
し
た
死

亡
者
数
の
推
計
数
は
と
て
も
大

き
な
問
題
と
い
え
ま
す
。
我
が

国
の
歯
科
医
療
の
現
場
で
、
抗

菌
薬
が
適
正
に
使
用
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
現
状
に
対
し

て
、
26
年
１
月
16
日
に
厚
生
労

働
省
か
ら
「
抗
微
生
物
薬
適
正

使
用
の
手
引
き
」
第
４
版
と
し

て
歯
科
編
が
発
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
が
今
次
改
定
で

の
「
歯
初
診
」
の
研
修
項
目
の

追
加
の
契
機
と
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
第
４
版
・

歯
科
編
を
ご
覧
に
な
り
、
直
近

の
情
報
か
ら
歯
科
に
お
け
る
Ａ

Ｍ
Ｒ
（
薬
剤
耐
性
）
対
策
へ
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。
そ
の
う
え
で
、
抗
菌
薬

の
不
適
正
使
用
を
是
正
し
、
す

べ
て
の
歯
科
医
療
従
事
者
が
薬

物
耐
性
菌
の
発
生
リ
ス
ク
の
低

減
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
そ
の
取
り
組
み
こ
そ
が
、

未
来
の
医
療
を
守
る
た
め
の
責

務
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
新
た
に
研
修
を
受
講

さ
れ
る
方
は
、
協
会
で
開
催
す

る
26
年
度
院
内
感
染
防
止
対
策

講
習
会
（
歯
初
診
）
を
オ
ン
ラ

イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）
に
て
受
講

い
た
だ
け
る
よ
う
準
備
中
で

す
。
講
習
会
で
は
「
抗
菌
薬
の

適
正
使
用
」
に
つ
い
て
も
触
れ

て
い
ま
す
。
詳
細
が
決
定
次

第
、
新
聞
や
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

東
京
歯
科
保
険
医
協
会

副
会
長　
坪
田 

有
史

♦
研
修
項
目
追
加
の
背
景

と
今
後
の
対
応

表：初・再診料の変遷　歯科初診料の注１（歯初診）の届出医療機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*歯初診は2018年10月から

初診料 再診料

歯科 医科 歯科 医科

2012年 4 月 218 270 42 69

2014年 4 月 234(16) 282(12) 45(3) 72(3)

2016年 4 月 234 282 45 72

2018年 4 月 234 282 45 72

2018年10月 237 282 48 72

2019年10月 251(14) 288(6) 51(3) 73(1)

2020年 4 月 261 288 53 73

2022年 4 月 264 288 56 73

2024年 6 月 267 291 58 75

2026年 6 月 272 291 59 76

(     )内は消費税率の引き上げに伴う対応分　
2014年4月→消費税率8%，2018年10月→消費税率10%

♦
初
・
再
診
料
の
引
き
上
げ

と「
歯
初
診
」届
出
の
影
響

政
府
は
、
現
在
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類

似
薬
の
自
己
負
担
増
」
お
よ
び

「
高
額
療
養
費
の
上
限
引
き
上

げ
」
を
検
討
し
て
い
る
（
1
面

参
照
）。
こ
れ
ら
は
、「
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」（
以
下
、
法
律
案
）
に

包
括
的
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

改
革
案
の
一
部
で
あ
る
。

◆
金
融
所
得
も
窓
口
負
担
等
の

判
定
に
利
用

改
革
案
で
は
こ
の
他
に
、
①

上
場
株
式
の
配
当
等
の
金
融
所

得
を
保
険
料
の
算
定
や
窓
口
負

担
割
合
等
の
判
定
に
利
用
す

る
、
②
出
産
の
標
準
的
な
費
用

に
係
る
給
付
体
系
の
見
直

し
、
③
医
療
機
関
は
業
務
効
率

化
・
勤
務
環
境
改
善
に
努
め
る

と
の
文
言
を
健
康
保
険
法
の
保

険
医
療
機
関
の
責
務
の
項
に
追

記
な
ど
、
歯
科
保
険
医
療
機
関

に
影
響
が
あ
る
項
目
も
含
ま
れ

て
い
る
。

◆
「
一
部
保
険
外
療
用
」
は
混

合
診
療
の
拡
大

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
自
己
負
担

増
に
つ
い
て
は
、
こ
の
た
め
に

新
た
に
「
一
部
保
険
外
療
養
」

と
い
う
制
度
を
新
設
す
る
。
現

在
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
外
併

用
療
養
費
制
度
は
評
価
療

養
、
患
者
申
出
療
養
、
選
定
療

養
の
３
種
類
。「
一
部
保
険
外

療
養
」
が
認
め
ら
れ
れ
ば
４
種

類
目
と
な
り
、
混
合
診
療
の
拡

大
に
な
る
。

法
律
案
で
は
、
薬
剤
料
か
ら

特
別
の
料
金
（
薬
剤
料
の
４
分

の
1
）
を
引
き
、
残
り
の
４
分

の
３
を
患
者
負
担
割
合
に
応
じ

て
一
部
負
担
を
求
め
、
特
別
の

料
金
と
一
部
負
担
部
分
を
患
者

負
担
と
し
た
。
金
属
床
総
義
歯

の
場
合
と
近
い
考
え
方
に
な

る
。
な
お
、
金
属
床
総
義
歯
そ

の
も
の
は
保
険
診
療
で
は
な
い

が
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
は
保
険
診

療
の
ま
ま
と
な
る
。
つ
ま
り

は
、
保
険
診
療
の
ま
ま
混
合
診

療
を
認
め
る
と
い
う
内
容
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、国
会
に
提
出

さ
れ
た
法
律
案
は
問
題
点
が
多

い
。そ
の
中
で
も
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
の
自
己
負
担
増
お
よ
び
、高

額
療
養
費
の
負
担
増
な
ど
は
中

止
す
べ
き
で
あ
る
。

「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
」
は
問
題
あ
り

厚
生
労
働
省
は
３
月
14
日
、

第
119
回
歯
科
医
師
国
家
試
験

（
１
月
31
日
・
２
月
１
日
の
両

日
実
施
）
の
合
格
者
を
発
表
し

た
。

▼
新
た
な
歯
科
医
師

　

１
千
757
人
に

そ
れ
に
よ
る
と
、
受
験
者
数

は
２
千
837
人
で
合
格
者
は
１
千

757
人
。
合
格
率
は
61
・
９
％

で
、
前
回
の
70
・
３
％
と
比
べ

る
と
８
・
４
ポ
イ
ン
ト
減
と
な

っ
た
。
前
回
は
高
水
準
で
あ
っ

た
が
、
今
回
は
再
び
60
％
台
前

半
に
低
下
し
、
近
年
の
水
準
に

戻
っ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
合
格
率
の
推
移
を
踏

▼
新
卒
者
の
受
験
状
況

次
に
、
新
卒
者
を
み
る
と
、

受
験
し
た
１
千
849
人
の
う
ち
１

千
482
人
が
合
格
し
、
合
格
率
は

80
・
２
％
と
な
っ
た
。
既
卒
者

を
含
め
た
全
体
の
合
格
率
が
61

・
９
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

新
卒
者
の
合
格
率
が
高
い
傾
向

は
例
年
通
り
で
あ
る
。

▼
男
女
別
合
格
者
数

一
方
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い

る
男
女
別
合
格
者
数
を
見
る

と
、
男
性
952
名
、
女
性
805
名
と

な
り
、
合
格
者
に
占
め
る
割
合

で
み
る
と
男
性
が
54
・
２
％
、

女
性
が
45・８
％
と
な
っ
て
い
る
。

▼
合
格
基
準
に
つ
い
て

な
お
、
歯
科
医
師
国
家
試
験

の
合
格
基
準
に
つ
い
て
は
、
第

116
回
か
ら
新
た
な
合
格
基
準
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
119
回
歯

科
医
師
国
家
試
験
の
合
格
基
準

は
、
一
般
問
題
（
必
修
問
題
を

含
む
）
を
１
問
１
点
、
臨
床
実

地
問
題
を
１
問
３
点
と
し
、
あ

と
は
以
下
の
通
り
で
、
領
域
Ａ

・
Ｂ
、
お
よ
び
必
修
問
題
の
３

つ
で
得
点
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
合

格
と
な
る
。

⑴
領
域
Ａ
（
総
論
）

   

67
点
以
上
／
99
点

⑵
領
域
Ｂ
（
各
論
）

   

235
点
以
上
／
352
点

⑶
必
修
問
題

　
62
点
以
上
／
77
点

※
た
だ
し
、
必
修
問
題
の
一

部
を
採
点
か
ら
除
外
さ
れ
た
受

験
者
に
あ
っ
て
は
、
必
修
問
題

の
得
点
に
つ
い
て
総
点
数
の
80

％
以
上
。

ま
え
る
と
、
受
験
者
に
と
っ
て

は
や
や
厳
し
い
結
果
と
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。

第
119
回
歯
科
医
師
国
家
試
験

合
格
者
発
表

再 び 　 　 　 　 に

合 格 率 が

6 0％台



（ 9） 第６７３号 ２０２６年（令和８年）４月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （昭和55年８月５日第三種郵便物認可）

月日 部位 療法・処置 点数

2/20 初診 267

魁会にカリエスを認める。上顎前歯前突、平時に口唇 ／

閉鎖を認めず、口呼吸を認める。 ／

魁会 Ｘ- Ｒａｙ（Ｄ） １Ｆ 58×1

隣接面に象牙質まで及ぶ透過像を認める。 ／

う蝕歯即時充填形成（充形） ＥＥ・ＥＢ 128×2

充填１（М） 158×2

充填材料料１（クリアフィルＡＰ-Ｘ） 11×2

歯科疾患管理料（歯管） 文書提供加算（文） 80＋10

カリエス処置及び口腔機能発達不全を疑うため、検査 ／

及び指導・訓練を行っていくことを本人とご両親に説明。 ／

歯科衛生実地指導料１（実地指１） 80

フォーンズ法による歯面清掃の指導を指示。 ／

次回、口腔機能発達不全症の疑いがあるため検査予定。 ／

3/10 再診 58

歯管 文書提供加算（文） 100＋10

小児口唇閉鎖力検査（小口唇）平均５.０Ｎ 注④ 100

口腔内・外カラー写真（２枚 電子媒体保存） ／

口腔機能発達不全症を疑い、チェックリストにもとづ ／

き、①上顎前歯前突、②口呼吸、③口唇閉鎖不全の３項 ／

目に該当したため、口腔機能発達不全症と診断。 注① ／

口腔機能
発達不全症 小児口腔機能管理料（小機能） 注②③ 60

顔貌・口腔周囲の写真を提示し、検査結果と今後の治 ／

療方針を説明。 ／

歯リハ３（１） 注⑤ 50

りっぷるくんを用いて、数値を示しながら口輪筋の鍛 ／

え方を指導。自宅では、ボタンプル運動を毎日行うよう ／

に指導・説明。 ／

3/31 再診 58

口腔機能
発達不全症

歯リハ３（１） 50

りっぷるとれーなーを用いて、口輪筋の鍛え方の指 ／

導と口腔機能発達不全症との関連性について説明。 ／

実地指１（指示内容 略）口指導 注⑥ 80＋12

口唇閉鎖を意識付けさせ、下腹部に手を添えて腹式 ／

呼吸となるよう鼻呼吸の訓練を行った。 ／

口口腔腔機機能能発発達達不不全全症症とと小小児児口口腔腔機機能能管管理理料料
日本小児歯科学会は、学会の提言として、2026年１月に「口腔機能発達不全の治療
に関する重要なお知らせ」を公表した。本提言にも示されているとおり、口腔機能の
発達を支えるうえで、歯科医療機関の介入は、今後ますます重要性を増してくる。
今回は、口腔管理体制強化加算（口管強）の施設基準の要件にも位置付けられてい
る小児口腔機能管理料（小機能）について、算定方法を解説する。
また、６月の診療報酬改定において、小機能の細分化や口腔機能指導加算（口指
導）が廃止され、口腔機能実地指導料として新設される。なお、詳細は４月と５月に
開催する新点数説明会で解説予定である。

患者：10歳・男児

主訴：指しゃぶりをこの年齢までやめず、歯並びも気になる。むし歯を診て欲しい。

所見：魁会にカリエスを認める。上顎前歯前突、平時に口唇閉鎖を認めず、口呼吸があ

り、口腔機能発達不全を認める。

傷病名：魁会C2,口腔機能発達不全症

施設基準：歯初診

《解説》

注注①① 口腔機能発達不全症とは、離乳完了後の患者の場合、 「口腔機能発達不

全症に関する基本的な考え方」にあるチェックリストにおいて、①Ｂ分類の「咀嚼

機能」のうち１項目以上に該当し、かつ②Ａ機能の「食べる」「話す」のうち１項目以

上に該当する場合をいい、歯科疾患管理料の管理対象となる。小機能の算定は、

①および②に加えて、Ｃ項目のうち３項目以上に該当した場合に算定する。

なお、チェックリストは離乳完了前と離乳完了後がある。

▼ 「口腔機能発達不全症」のチェックリスト（離乳完了後）

注注②② 小機能の初回算定日には、成長発達に伴う口腔内などの状況確認の目的

で、患者の状態に応じて口腔内または口腔外カラー写真を必ず撮影する。その後

は、当管理料を３回算定するごとに１回以上行い、写真はカルテ添付か電子媒体

に保存、管理する。また、小機能の算定時は、患者の同意を得て口腔機能を評価

し、管理計画を策定して患者などに説明・文書で提供し、写しをカルテに添付する。

注注③③ 小機能は、歯管や特疾管を算定した18歳未満の患者であって、口腔機能

発達不全症と診断された者に対し、口腔機能の獲得を目的として管理を行った場

合に月１回算定する。

注注④④ 小児口唇閉鎖力検査は、口腔機能発達不全症の診断を目的に口唇閉鎖

力測定器（りっぷるくん、リットレメーター Medicalなど）を用いて検査を行った場合

に算定する。歯管、小機能、歯在管、小訪問口腔リハを算定し、口腔機能発達不

全症で継続的な口腔機能の管理を行っている患者には、３月に１回算定できる。

検査結果は、カルテに記載するかその記録を添付する。

注注⑤⑤ 歯科口腔リハビリテーション料３は、小機能または歯在管を算定する患者

に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。

指導・訓練に当たっては「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」（2024

年３月日本歯科医学会）を参考にし、指導・訓練内容等の要点をカルテに記載す

る。なお、口腔機能指導加算の指導と内容が重複している場合は同日に算定でき

ない。（指導内容が重複していなければ、歯リハ３（１）と口指導の併算定が可能）

注注⑥⑥ 口腔機能指導加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能

の回復、維持・向上を目的に指導した場合に、歯科衛生実地指導料に12点を加

算する。実地指１の文書に指導内容の記載と口腔機能に係る指示内容等の要点

をカルテに記載する。

＜診療報酬改定情報（６月から）＞--------------------------------------

【小児口腔機能管理料１（90点）と小児口腔機能管理料２（50点）に細分化】

┗ 小機能１：関係学会の診断基準において、口腔機能の評価項目の中で

３項目以上に該当する18歳未満の患者

┗ 小機能２：関係学会の診断基準において、口腔機能の評価項目の中で

２項目に該当する18歳未満の患者

【口腔機能指導加算（12点）の廃止と口腔機能実地指導料（46点）の新設】

口腔機能発達不全を有する患者または口腔機能の低下を来している患者に対し

て、口腔機能に係る研修を受講した歯科衛生士が、歯科医師の指示を受けて口

腔機能に係る指導を行い、情報を文書により提供した場合に月１回に限り算定す

る。なお、施設基準の届出が必要。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ａ機能 Ｂ分類 Ｃ項目

食
べ
る

咀嚼
機能

歯の萌出に遅れがある

機能的因子による歯列・咬合の異常
がある

咀嚼に影響するう蝕がある

強く咬みしめられない

咀嚼時間が長すぎる、短すぎる

偏咀嚼がある

嚥下
機能

舌の突出(乳児嚥下の残存)がみられ
る(離乳完了後)

食行動
哺乳量・食べる量、回数が多すぎたり
少なすぎたりムラがあるなど

話
す

構音
機能

構音に障害がある(音の置換、省略、
歪みなどがある）

口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇
閉鎖を認めない）

口腔習癖がある

舌小帯に異常がある

そ
の
他

栄養
（体格）

やせ、または肥満である(カウプ指数、
ローレル指数で評価)

その他

ロ呼吸がある

口蓋扁桃等に肥大がある

睡眠時のいびきがある

舌を口蓋に押しつける力が弱い（低舌圧である）

上記以外の問題点（ )

口唇閉鎖力検査 （ Ｎ）

舌圧検査 （ kPa)

①

１
項
目
（必
須
）

②

①
＋
１
項
目
以
上
の
場
合

口口
腔腔
機機
能能
発発
達達
不不
全全
症症
の
診
断

③

②
を
含
む
合
計
３
項
目
以
上
の
場
合

小小
児児
口口
腔腔
機機
能能
管管
理理
料料
の
適
応

＊＊実実態態にに即即ししててごご請請求求くくだだささいい＊＊



グループ生命保険グループ生命保険
配当金のお知らせ配当金のお知らせ

　2024年度（2024年12月～2024年度（2024年12月～
2025年11月）の配当金を2025年11月）の配当金を３３月24月24
日（火）に掛金振替口座へ振り込み日（火）に掛金振替口座へ振り込み
ました。ました。
　今年度の配当金は年間保険料の　今年度の配当金は年間保険料の
約28％です。配当金の支払いにつ約28％です。配当金の支払いにつ
いては、銀行への口座着金をもっていては、銀行への口座着金をもって
通知に代えさせていただきます。ご通知に代えさせていただきます。ご
了承ください。了承ください。

　会員の先生だけが加入できる！協会の　会員の先生だけが加入できる！協会の
三大共済制度「グループ生命保険」「保険医三大共済制度「グループ生命保険」「保険医
年金」「休業保障制度」、春の共済募集キャ年金」「休業保障制度」、春の共済募集キャ
ンペーンを開催中！（5月25日まで）ンペーンを開催中！（5月25日まで）
　キャンペーン中は、受託生命保険会社の　キャンペーン中は、受託生命保険会社の
職員が各制度のご説明にお伺いいたしま職員が各制度のご説明にお伺いいたしま
す。ぜひお時間を取っていただき、会員だす。ぜひお時間を取っていただき、会員だ
けの特別な制度にご加入ください。けの特別な制度にご加入ください。
＜受託生命保険会社＞＜受託生命保険会社＞
太陽生命、大樹生命、富国生命、明治安田生命太陽生命、大樹生命、富国生命、明治安田生命

東京歯科保険医協会
共済制度普及担当証明書

東京都新宿区高田馬場1-29-8 東京歯科保険医協会

下記の者は、協会で行われた所定の研修を修了した共済制度の普及担当者であることを証明します。

有有効効期期限限      22002266年年55月月2255日日

保険会社 〇〇〇〇保険株式会社  
部 署 名

氏 名
 

担当証明書を持った
担当証明書を持った
職員が伺います！職員が伺います！春春のの共済共済募集キャンペーン募集キャンペーン

NEW!! 保険医年金保険医年金　元本回復期間元本回復期間がが短縮！短縮！

２０２６２０２６年年４４月月１１日付で、保険医年金規定が改定され、元本回復期間が日付で、保険医年金規定が改定され、元本回復期間が月払月払はは
４４年年からから２２年年５５カカ月月に、に、一時払一時払はは２２年年からから１１年年２２カカ月月に短縮されました！に短縮されました！
 （詳細は「全国保険医新聞」（詳細は「全国保険医新聞」３３/15号をご覧ください）/15号をご覧ください）

保険医年金保険医年金 休業保障制度休業保障制度グループ生命保険グループ生命保険

◆手頃な掛金が魅力！◆手頃な掛金が魅力！
◆配当金がある年！◆配当金がある年！
◆◆最大5,000万円の保障最大5,000万円の保障

◆予定利率1.225％！◆予定利率1.225％！
安定した資産形成に安定した資産形成に

◆ライフプランに合わ◆ライフプランに合わ
せた自在性もせた自在性も

◆ケガや病気に万全の◆ケガや病気に万全の
備えを！備えを！

◆加入時から掛金は据◆加入時から掛金は据
え置き！え置き！

※掛金・拠出金は、加入条件、年齢・性別などによって異なります。詳細はお問い合わせください。※掛金・拠出金は、加入条件、年齢・性別などによって異なります。詳細はお問い合わせください。

▼ひと月あたりの掛金・拠出金は…？▼ひと月あたりの掛金・拠出金は…？
（男性）530円、（女性）360円（男性）530円、（女性）360円

＜15～35歳、保険金500万円＞＜15～35歳、保険金500万円＞
１万円～１万円～
＜月払1口あたり＞＜月払1口あたり＞

１口2,500円～１口2,500円～
＜～29歳、1口あたり＞＜～29歳、1口あたり＞

（お問い合わせ先）（お問い合わせ先）
東京歯科保険医協会 共済部東京歯科保険医協会 共済部
☎03-3205-2999☎03-3205-2999

適
切
な
営
業
の
実
態
を
踏
ま

え
、
院
内
で
実
践
可
能
な
基
本

的
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
に
つ
い
て
解
説
。
具
体
的

に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
離

や
パ
ス
ワ
ー
ド
管
理
の
徹

底
、
機
器
更
新
時
の
注
意
点
な

ど
、
日
常
診
療
の
中
で
無
理
な

く
取
り
組
め
る
対
策
を
紹
介
し

た
。
ま
た
、
本
田
氏
自
身
の
医

院
で
実
際
に
導
入
し
て
い
る
対

策
や
、
過
去
に
悪
徳
業
者
の
営

業
に
よ
り
不
必
要
な
契
約
を
結

ん
で
し
ま
っ
た
経
験
も
共
有
さ

れ
、
参
加
者
に
と
っ
て
実
践
的

か
つ
示
唆
に
富
む
内
容
と
な
っ

た
。質

疑
応
答
で
は
、
本
田
氏
が

依
頼
し
て
い
る
通
信
事
業
者
お

よ
び
ネ
ッ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
会

社
の
担
当
者
も
登
壇
。
会
員
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
業
者
対
応
や
機

器
導
入
へ
の
疑
問
に
答
え
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
現
場
で
役

立
つ
内
容
だ
っ
た
」「
業
者
対

応
の
参
考
に
な
っ
た
」
な
ど
の

声
が
寄
せ
ら
れ
、
院
内
の
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
へ
の

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
た
。

当
講
習
会
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド

配
信
を
デ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
に
て

公
開
し
て
い
る
。
年
２
回
の
医

療
安
全
管
理
に
関
す
る
職
員
研

修
に
も
活
用
で
き
る
の
で
、
ぜ

ひ
院
長
だ
け
で
な
く
、
ス
タ
ッ

フ
と
共
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

医
療
安
全
講
習
会

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
践

悪
徳
業
者
へ
の
具
体
的
対
応
も
解
説

■通知を基にした正確な情報で長年愛される１冊

６月から施行される診療報酬改定は、過去に例を見ないほど複雑
な内容になっています。歯管・小機能・口機能・義管などの管理料
の再編、ＳＰＴとＰ重防の統合、およびＣＡＤ／ＣＡＭ冠の適用拡
大のほか、歯科技工所を対象にしたベースアップ評価料も新設され
ます。
　大きな変化を迎える中で、会員が不安なく新点数を算定し、適切
に施設基準などの届出を行えるよう、「２０２６年改定の要点と解説」
を、４月８日(水)頃に登録先の住所へ１冊無料で送付します。
　本書は、全国保険医団体連合会が総力を挙げて編集・作成してお
り、厚生労働省による通知の難解な内容を臨床現場に即して噛み砕
いて解説しています。改定内容を素早く理解したい先生から、細部ま
で確認したいベテランの先生まで、幅広く支持されている１冊です。

■説明会会場での販売や代引き配送も受付中

　本書は、協会が主催する２０２６年度診
療報酬改定新点数説明会のテキストとして
使用します（詳細＝６面）。新点数説明会
に参加される際は、本書と会員証を忘れず
にお持ちください。
　追加で本書が必要な会員の方には、新点
数説明会の会場で販売（１冊2,000円・税

込）、および代引き配送で
の販売（１冊3,000円・税
＋諸費用込）を行ってい
ます。代引きでの配送を
ご希望される会員は、専
用の左記注文フォームか
らお申し込みください。
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明日の医療を考える

2026年改定
の

要点と解説

2026年改定
の

要点と解説

特集 歯科診療報酬歯科診療報酬

『厚労省通知』を"現場視点"で読み解く『厚労省通知』を"現場視点"で読み解く

「要点と解説」「要点と解説」１１冊進呈冊進呈

追加希望者への販売も追加希望者への販売も

代引き注文フォーム

国
会
議
員
要
請
を
実
施

国
会
議
員
要
請
を
実
施

麻
酔
薬
供
給
や
訪
問
診
療
の
課
題
解
決
を
訴
え

協
会
は
３
月
11
日
に
国
会
議

員
要
請
を
行
い
、
早
坂
美
都
会

長
が
国
会
議
員
と
懇
談
し

た
。
懇
談
で
は
、
診
療
報
酬
改

定
に
伴
う
現
場
の
実
情
や
諸
課

題
に
つ
い
て
要
請
と
意
見
交
換

を
行
い
、
理
解
を
求
め
た
。

◆
歯
科
医
院
経
営
と

　

局
所
麻
酔
薬
の
供
給
問
題

早
坂
会
長
は
、「
今
次
改
定

の
改
定
率
は
大
幅
な
プ
ラ
ス
改

定
に
な
っ
た
点
は
評
価
で
き
る

も
の
の
、
そ
の
多
く
が
ス
タ
ッ

フ
の
賃
上
げ
に
充
当
さ
れ
て
い

る
」
と
指
摘
し
、
歯
科
診
療
の

充
実
に
必
要
な
技
術
料
に
相
当

す
る
財
源
が
極
め
て
少
な
い
点

の
改
善
を
求
め
た
。
議
員
側

は
、
歯
科
医
療
機
関
の
多
く
が

小
規
模
経
営
で
あ
る
現
状
に
理

解
を
示
し
た
ほ
か
、
設
備
投
資

や
安
定
的
な
経
営
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
よ
り
高
い
利
益
率

を
確
保
で
き
る
環
境
整
備
が
必

要
、
と
の
発
言
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
早
坂
会
長
は
、
歯
科

鋳
造
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金

の
実
勢
価
格
と
公
定
価
格
の
乖

離
に
加
え
、
キ
シ
ロ
カ
イ
ン
な

ど
の
歯
科
局
所
麻
酔
薬
の
供
給

不
足
も
深
刻
で
あ
る
と
し
、
対

策
の
重
要
性
を
訴
え
た
。

◆
歯
科
訪
問
診
療
の
拡
充
と

　

駐
車
場
所
の
確
保
を

歯
科
訪
問
診
療
に
つ
い
て

は
、
協
会
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
を
基
に
、
人
手
不
足

や
外
来
診
療
と
の
両
立
の
難
し

さ
、
点
数
の
複
雑
さ
が
訪
問
診

療
の
拡
充
の
「
大
き
な
障
壁
」

と
な
っ
て
い
る
実
態
を
報

告
。
さ
ら
に
、
都
市
部
に
お
け

る
駐
車
場
所
の
確
保
の
問
題
は

切
実
で
あ
り
、
申
請
に
一
定
の

ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
駐
車
許
可
証

に
つ
い
て
、
運
用
の
改
善
を
求

め
た
。
議
員
側
も
、
地
域
や
医

療
提
供
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟

な
仕
組
み
作
り
に
理
解
を
示
し

た
。

◆
保
険
適
用
の
チ
タ
ン
合
金
製

　

補
綴
物
の
課
題

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活

用
し
た
医
療
従
事
者
間
の
連
携

の
ほ
か
、
医
療
従
事
者
に
対
す

る
教
育
支
援
に
つ
い
て
も
意
見

交
換
を
行
っ
た
。
特
に
、
今
次

改
定
で
新
設
さ
れ
る
チ
タ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
を
含
め
た
チ
タ
ン
合
金

に
よ
る
補
綴
物
の
製
作
は
、
技

術
的
難
易
度
が
高
い
鋳
造
の
み

に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘

し
、
歯
科
技
工
現
場
で
意
見
が

上
が
っ
て
い
る
「
削
り
出
し
に

よ
る
製
作
」
も
検
討
す
べ
き
と

現
場
の
声
を
届
け
た
。

◆
協
会
の
諸
活
動
に

　

ご
理
解
・
ご
協
力
を

今
回
の
懇
談
を
通
じ
、
各
議

員
は
「
医
科
と
歯
科
の
特
性
の

違
い
」
や
「
歯
科
特
有
の
材
料

や
薬
剤
の
問
題
」
に
つ
い
て
深

い
理
解
を
示
し
た
。

協
会
は
引
き
続
き
、
今
回
要

請
し
た
諸
課
題
の
解
決
を
は
じ

め
、
歯
科
医
療
現
場
が
診
療
に

専
念
で
き
る
環
境
作
り
を
訴
え

て
い
く
。

◆
要
請
を
行
っ
た
国
会
議
員
は

　

以
下
の
各
氏
（
順
不
同
、
敬

　

称
略
。
※
印
は
秘
書
対
応
）

【
衆
議
院
議
員
】　

　
安
藤
た
か
お
（
自
民
）

　
若
宮
健
嗣
（
自
民
）

　
井
上
信
治
（
自
民
）
＊

　
渡
辺
孝
一
（
自
民
）
＊

　
長
妻
昭
（
中
道
）
＊

　
田
村
智
子
（
共
産
）
＊

安藤たかお議員（右）安藤たかお議員（右）

若宮健嗣議員（左）若宮健嗣議員（左）

オン資訴訟６月結審へ

依然混乱
トラブルは解消されず

長
）
で
行
わ
れ
た
第
２
回
口
頭

弁
論
で
は
、
原
告
側
が
改
め
て

義
務
化
の
問
題
点
を
指
摘
し

た
。
そ
し
て
、
第
３
回
口
頭
弁

論
が
６
月
10
日
に
開
か
れ
る
こ

と
が
決
ま
り
、
同
日
に
結
審
す

る
見
通
し
と
な
っ
た
。

◆
実
質
的
な
反
論
な
し

第
２
回
口
頭
弁
論
に
あ
た

り
、
原
告
側
は
全
国
保
険
医
団

体
連
合
会
が
実
施
し
た
マ
イ
ナ

保
険
証
の
ト
ラ
ブ
ル
調
査
結
果

の
ほ
か
、
医
療
機
関
の
負
担
増

加
や
混
乱
を
指
摘
す
る
マ
ス
コ

ミ
各
社
の
報
道
記
事
を
証
拠
と

し
て
提
出
し
、
こ
れ
ま
で
の
主

張
を
補
充
。
マ
イ
ナ
保
険
証
へ

の
一
本
化
見
直
し
を
繰
り
返
し

提
言
す
る
新
聞
社
の
報
道
に
も

触
れ
、
一
本
化
の
問
題
点
を
指

摘
し
た
。

一
審
判
決
は
ト
ラ
ブ
ル
の
存

在
は
認
め
つ
つ
、
そ
の
解
消
に

向
け
た
取
り
組
み
が
講
じ
ら

れ
、
今
後
改
善
し
て
い
く
と
し

て
原
告
側
の
主
張
を
退
け

た
。
し
か
し
、
原
告
側
は
実
際

に
は
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
に
は
至

っ
て
お
ら
ず
、
医
療
機
関
が
今

な
お
混
乱
し
て
い
る
こ
と
を
改

め
て
主
張
し
た
。

ま
た
、
原
告
弁
護
団
か
ら
は

控
訴
審
に
お
い
て
被
告
（
国
）

側
か
ら
実
質
的
な
反
論
が
な
い

こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
喜
田
村

洋
一
弁
護
団
長
は
、「
反
論
の

余
地
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
論
理
的
に
は
我
々
が
圧
倒

的
に
正
し
く
、
必
ず
勝
つ
と
信

じ
て
い
る
」
と
語
っ
た
。

こ
の
日
の
口
頭
弁
論
に
は
、

原
告
団
16
名
が
集
ま
り
、
協
会

の
早
坂
美
都
会
長
、
原
告
団
副

団
長
の
坪
田
有
史
副
会
長
も
参

加
し
た
。
次
回
期
日
は
、
６
月

10
日
㈬
午
前
11
時
30
分
か
ら
東

京
高
裁
で
行
わ
れ
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス

テ
ム
の
導
入
義
務
化
を
め
ぐ
る

訴
訟
の
控
訴
審
が
続
く
。
２
月

25
日
に
東
京
高
等
裁
判
所
１
０

１
号
法
廷
（
三
木
素
子
裁
判

協
会
は
２
月
26
日
、「
明
日

か
ら
で
き
る
院
内
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
講
習
会
―
悪
徳
業
者
に

騙
さ
れ
な
い
た
め
に
―
」
を
テ

ー
マ
に
医
療
安
全
講
習
会
を
開

催
し
た
。
講
師
に
、
長
崎
県
保

険
医
協
会
会
長
の
本
田
孝
也
氏

を
迎
え
、
会
場
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

を
合
わ
せ
74
名
が
参
加
し
た
。

ま
ず
本
田
氏
は
、
近
年
増
加

し
て
い
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
や
不

インターネット越しに講演を行う本田氏

デンタルブック
ログイン

（ 1 0）第６７３号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２６年（令和８年）４月１日 （第三種郵便物認可）
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今
次
診
療
報
酬
改
定
で
「
歯

科
技
工
所
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
支
援

料
」
が
新
設
さ
れ
た
。「
補
綴

物
等
の
製
作
等
の
委
託
」
を
受

け
た
歯
科
技
工
所
に
所
属
す
る

歯
科
技
工
士
の
賃
金
の
改
善
を

実
施
す
る
こ
と
を
評
価
し
た
も

の
で
あ
り
、
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
施
設
基
準
を
満
た

す
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、

補
綴
物
等
の
製
作
等
の
委
託
を

行
っ
た
場
合
に
、
所
定
点
数
が

算
定
で
き
る
。

賃
金
改
善
を
評
価
す
る
た
め

と
の
記
載
を
そ
の
通
り
に
理
解

す
る
と
、
従
事
す
る
歯
科
技
工

士
が
一
人
の
み
の
個
人
経
営
歯

科
技
工
所
は
対
象
外
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

労
働
基
準
法
や
健
康
保
険

法
、
税
法
な
ど
で
は
、
賃
金
と

は
労
働
者
が
労
働
の
対
価
や
対

償
と
し
て
受
け
る
す
べ
て
の
も

の
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
歯

科
技
工
士
一
人
の
み
の
個
人
経

営
歯
科
技
工
所
の
事
業
主
収
入

は
賃
金
と
は
い
え
な
い
た
め
、

本
支
援
料
の
対
象
と
な
り
う
る

の
は
歯
科
技
工
士
を
雇
用
し
て

い
る
歯
科
技
工
所
の
み
と
な
っ

て
し
ま
う
。

厚
生
労
働
省
「
令
和
6
年(

２
０
２
４
年)

衛
生
行
政
報
告

例
」
に
よ
る
と
歯
科
技
工
士
が

一
人
の
み
の
歯
科
技
工
所
は
１

万
５
千
486
カ
所
で
全
歯
科
技
工

所(

２
万
278
カ
所)

の
約
76
％

を
占
め
る
。
日
本
の
歯
科
技
工

所
は
、
そ
の
大
多
数
が
個
人
経

営
の
極
め
て
小
規
模
な
形
態
で

運
営
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
支
援
料
の
対
象
と
な
り

う
る
歯
科
技
工
所
は
全
体
の
約

４
分
の
１
と
な
り
、
零
細
な
歯

科
技
工
所
は
蚊
帳
の
外
と
な
っ

て
し
ま
う
。

本
支
援
料
を
小
規
模
歯
科
技

工
所
の
大
規
模
経
営
歯
科
技
工

所
へ
の
集
約
を
誘
導
す
る
た
め

に
新
設
し
た
と
は
思
い
た
く
な

い
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
く

な
い
。
全
て
の
歯
科
技
工
所
が

対
象
と
な
る
よ
う
に
、「
賃

金
」
と
い
う
文
言
を
変
更
す
る

か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら

ば
疑
義
解
釈
ほ
か
の
通
知
で
賃

金
の
文
言
解
釈
を
拡
張
、
も
し

く
は
類
推
し
て
事
業
主
の
収
入

な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。

こ
の
文
章
は
、
３
月
15
日
現

在
の
状
況
下
で
書
い
て
い
る
の

で
、
本
紙
が
会
員
の
皆
さ
ん
の

お
手
元
に
届
い
た
頃
に
は
、
よ

り
優
れ
た
対
応
が
な
さ
れ
、
駄

文
に
帰
し
て
い
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。

橋本 健一
（理事／東村山市）

歯科技工所ベースアップ支援料

歯科専門にサイト制作、

運用、コンサルティング

を行う。歯科関連サイ

トの運用は常時120件を

数える。

相談室

ITIT

クレセル株式会社

コ
ン
ビ
ニ
よ
り
多
い
と
言
わ

れ
た
歯
科
医
院
数
は
２
０
１

７
年
か
ら
、
歯
科
医
師
数
も

22
年
か
ら
、
全
国
的
に
は
そ

れ
ぞ
れ
減
少
に
転
じ
ま
し

た
。
歯
科
医
師
の
年
齢
構
成

は
50
〜
60
代
が
多
く
、
こ
れ

か
ら
も
歯
科
医
師
の
高
齢
化

は
進
ん
で
い
く
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
は
、
閉
院
す
る

歯
科
医
院
が
増
え
て
い
く
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
多
く
の
歯

科
医
院
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
活
用
す
る
現
代
に
お
い

て
、
Ｉ
Ｔ
関
連
の
〝
退
き
際
〞

も
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

◆
ま
ず
は
リ
ス
ト
を
作
ろ
う

さ
て
、
貴
院
に
は
ど
れ
だ
け

の
Ｉ
Ｔ
関
連
の
ア
カ
ウ
ン
ト
や

契
約
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
じ
ま
い
」
の

第
一
歩
は
、
リ
ス
ト
作
成
か
ら

で
す
。
こ
の
時
に
注
意
し
た
い

の
が
、
最
初
か
ら
完
全
な
リ
ス

ト
を
作
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
で

す
。後

か
ら
後
か
ら
必
要
な
項
目

が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
ま
ず
手
始
め
に
思
い
つ
く

範
囲
で
作
成
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
契
約
し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
管
理
会
社
や
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
会
社
に
問
い
合
わ
せ
る

方
法
も
あ
り
ま
す
。

◆
リ
ス
ト
の
項
目

Ｉ
Ｔ
関
連
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
項
目
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
メ
ー
ル

・
チ
ャ
ッ
ト
関
連

・
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ

・
予
約
シ
ス
テ
ム

・
院
内
シ
ス
テ
ム

・
そ
の
他
関
連
サ
ー
ビ
ス

有
料
サ
ー
ビ
ス
は
も
ち
ろ

ん
、
無
料
で
あ
っ
て
も
放
置
す

る
こ
と
は
、
良
く
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
使
わ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
解
約
す
べ
き
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
弊
社
が
手
が
け

た
経
験
を
踏
ま
え
、
継
承
や
閉

院
時
の
Ｉ
Ｔ
関
連
へ
の
対
処
に

つ
い
て
、
数
回
に
わ
た
り
ご
説

明
し
ま
す
。

IT版「退き際の思考」

◆
最
も
印
象
に
残
っ
た
「
記

事
」お
よ
び「
そ
の
感
想
」。

・「
理
事
会
声
明
」。
歯
科
診
療

報
酬
の
10
％
以
上
の
引
き
上

げ
を
。
他
業
界
は
、
20
〜
30

％
引
き
上
げ
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
。

・「
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
」
で

す
。
具
体
的
な
改
定
内
容
は

気
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
ポ

イ
ン
ト
だ
け
で
も
知
る
こ
と

が
で
き
て
良
か
っ
た
。

・
診
療
報
酬
改
定
の
記
事
が
一

番
気
に
な
り
ま
す
。

・「
２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬

改
定
主
な
ポ
イ
ン
ト
」
で

す
。
こ
れ
だ
け
材
料
費
と
人

件
費
の
高
騰
が
あ
れ
ば
、
ど

れ
だ
け
反
映
さ
れ
る
か
関
心

は
高
い
で
す
ね
。

・
保
険
改
定
に
つ
い
て
。

・
毎
回
の
保
険
点
数
改
正
が
、

た
だ
の
解
り
難
い
セ
レ
モ
ニ

ー
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
感

じ
が
し
ま
す
。

◆
診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
理

事
会
声
明
に
つ
い
て
。

・
全
く
、
こ
の
物
価
高
に
は
対

応
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
考
え

て
も
保
険
診
療
だ
け
で
は
、

家
賃
、
人
件
費
、
そ
の
他
の

経
費
は
、
賄
え
な
い
で
す
。

私
は
、
親
名
義
の
賃
貸
な
の

で
と
り
あ
え
ず
生
活
で
き
て

い
ま
す
。

・
２
年
に
１
回
し
か
な
い
改
定

な
の
に
、
全
く
、
医
療
の
大

変
さ
を
分
か
っ
て
な
い
と
思

う
。

・
人
件
費
上
昇
分
１
・
７
％
、

物
価
上
昇
分
１
・
29
％
に
。

そ
れ
を
勘
案
す
る
と
今
回
の

診
療
報
酬
引
き
上
げ
は
、
３

〜
４
倍
は
必
要
。（
ほ
か
１
）

・
毎
回
毎
回
の
こ
と
で
す
が
、

経
営
に
直
接
的
に
プ
ラ
ス
に

な
る
項
目
の
上
げ
幅
が
少
な

い
と
思
い
ま
す
。

・
中
身
を
よ
く
見
る
と
両
手
を

振
っ
て
喜
ぶ
内
容
で
は
な
い

で
す
。

・
保
険
治
療
で
、
生
き
抜
く
す

べ
を
解
明
す
る

・
ま
さ
に
、「
歯
科
診
療
本
体

に
点
数
が
配
分
さ
れ
な
け
れ

ば
歯
科
医
院
経
営
の
改
善
に

は
つ
な
が
ら
な
い
」
の
通
り

機
関
紙
２
０
２
６
年
3
月
号
に
つ

い
て
、
通
信
員
49
名
の
便
り
の
中

か
ら
抜
粋
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

通
信
員
便
り

通
信
員
便
り 

№№
159159159159

協
会
活
動
日
誌  

２
０
２
６
年
３
月

  3 火 第10回広報・ホームページ部会
  4 水 第 8 回経営管理部会
  9 月 第 8 回地域医療部会
10 火 第 8 回共済部
11 水 国会行動
12 木 第14回理事会
13 金 第 6 回メディア懇談会
16 月 第10回財政部会

17 火 第10回社保・学術部会
18 水 第２回「保険でよい歯を」東京連

絡会世話人会、休保審査会（医
科）

19 木 会員無料相談デー、国会外集会
25 水 第 8 回組織部会
28 土 休保審査（全国）

◆
第
14
回
理
事
会
◆

３
月
12
日
（
木
）、
午
後

７
時
00
分
〜
９
時
55
分
。
会

長
、
副
会
長
５
名
、
理
事
14

名
、
監
事
１
名
、
事
務
局
13

名
の
出
席
。

【
情
勢
報
告
】　
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
等

請
求
訴
訟
控
訴
審
第
２
回
口

頭
弁
論
（
２
月
25
日
）
の
報

告
が
あ
り
、
次
回
、
６
月
10

日
に
結
審
の
予
定
。

【
診
療
報
酬
改
定
対
策
】

①
２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
関
す
る
中
医
協
「
答

申
」（
２
月
13
日
）、
機
関
紙

３
月
号
に
掲
載
し
た
改
定
の

主
な
ポ
イ
ン
ト
、
②
理
事
会

声
明
「
診
療
報
酬
改
定
率
３

・
09
は
見
せ
か
け
の
財
源
／

歯
科
診
療
現
場
を
改
善
す
る

た
め
の
改
定
財
源
に
は
程
遠

い
」（
２
月
20
日
）、
③
告
示

・
通
知
（
３
月
５
日
）、
④

社
会
保
険
担
当
理
事
連
絡
協

議
会
（
３
月
７
日
）
の
報
告

を
基
に
、
診
療
報
酬
改
定
の

全
般
と
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
に
つ
い
て
討
議
。
口
腔
機

能
実
地
指
導
料
の
施
設
基
準

で
あ
る
研
修
会
や
画
像
撮
影

に
お
け
る
診
断
料
、
お
よ
び

撮
影
料
の
２
枚
目
以
降
の
算

定
方
法
な
ど
に
つ
い
て
質
問

が
出
さ
れ
た
。
改
定
内
容
に

つ
い
て
、
社
保
・
学
術
部
長

談
話
を
作
成
し
、
新
点
数
説

明
会
時
に
配
布
す
る
こ
と
を

確
認
。

【
各
部
活
動
報
告
と
提
案
事

項
】　
「
高
額
療
養
費
の
自
己

負
担
限
度
額
引
き
上
げ
の
中

止
を
求
め
る
緊
急
要
請

書
」
を
内
閣
総
理
大
臣
、
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
、「
高
額
療
養
費
お
よ
び

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
に
係
る
請
願

署
名
」
に
取
り
組
む
こ
と
を

確
認
。
ま
た
、
東
京
反
核
医

師
の
会
が
抗
議
声
明
「
ア
メ

リ
カ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
イ
ラ

ン
へ
の
先
制
攻
撃
に
抗
議
し

攻
撃
の
即
時
中
止
を
求
め

る
」（
３
月
11
日
）
を
発
表

し
た
こ
と
を
確
認
。

【
保
団
連
会
議
関
連
】　
第

２
回
保
団
連
理
事
会
（
３
月

８
日
）
の
報
告
を
確
認
。

【
定
期
総
会
に
つ
い
て
】

２
０
２
６
年
度
第
54
回
定
期

総
会
の
記
念
講
演
の
表
題
は

「
今
次
診
療
報
酬
〝
？
〞
を

〝
！
〞
に
変
え
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
―
疑
問
が
納
得
に
変
わ

る
―
」
と
す
る
こ
と
を
確

認
。

【
機
関
紙
の
企
画
】
４
月

１
日
号
の
企
画
案
を
確
認
。

【
組
織
の
現
勢
】　
３
月
１

日
付
け
会
員
数
６
千
57
名

（
入
会
14
名
、退
会
15
名
）。

２０２５年度
第14回
理事会

で
あ
る
と
思
う
。

◆
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
負
担
増
に
つ

い
て
の
問
題
点
、
歯
科
診
療

へ
の
影
響
な
ど
。

・
実
際
に
、
始
ま
ら
な
い
と
分

か
り
ま
せ
ん
ね
。

・
歯
の
痛
み
は
結
構
辛
く
、
薬

剤
を
服
用
し
な
い
と
厳
し
い

こ
と
も
多
い
の
で
、
と
て
も

影
響
す
る
と
思
う
。

・
オ
ル
テ
ク
サ
ー
、
ロ
キ
ソ
ニ

ン
が
、
処
方
し
に
く
く
な
っ

て
い
ま
す
。

・
歯
性
感
染
症
と
外
科
処
置
後

で
鎮
痛
剤
を
処
方
す
る
機
会

が
多
い
の
で
、
鎮
痛
剤
は
外

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

漫
然
と
投
与
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
。

・（
影
響
は
）
あ
ま
り
な
い
と

思
う
。

・（
影
響
は
）
多
少
あ
る
と
思

う
・
患
者
さ
ん
は
、
自
院
で
、
投

薬
希
望
が
多
い
。

・
わ
か
ら
な
い
。

◆
衆
議
院
選
挙
に
あ
た
っ
て
の

政
党
ア
ン
ケ
ー
ト
は
参
考
に

な
り
ま
し
た
か
。
ま
た
、
高

市
政
権
に
期
待
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

・
参
考
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
だ
け
自
民
党
が
、
圧
勝
す

る
と
は
、
思
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
野
党
も
人
材
が
い
な
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
明
治

時
代
の
よ
う
に
、
国
を
背
負

っ
て
く
れ
る
代
議
士
は
、
何

人
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

・
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し

た
。
有
言
実
行
を
し
て
ほ
し

い
で
す
。
日
本
の
幸
福
度
が

上
が
る
こ
と
を
し
っ
か
り
や

っ
て
ほ
し
い
。

・
や
は
り
景
気
対
策
だ
と
思
い

ま
す
。

・
見
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
高

市
政
権
が
弱
者
に
や
さ
し
い

選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
を
望

む
だ
け
で
す
。

（ 1 1） 第６７３号 ２０２６年（令和８年）４月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

「ホームページじまい」 を「ホームページじまい」 を
考える ①考える ①

訃

報

当
協
会
理
事
・
共
済
部
長
の

川
戸
二
三
江
（
か
わ
と
ふ
み

え
）
氏
が
、
３
月
11
日
逝
去
。

東
京
都
出
身
。
享
年
70
歳
。

通
夜
は
３
月
14
日
、
告
別
式

は
15
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
都
内
斎

場
で
執
り
行
わ
れ
た
。
１
９
５

７
年
2
月
22
日
生
。
神
奈
川
歯

科
大
学
歯
学
部
卒
。

07
年
６
月
〜
19
年
６
月
理
事

就
任
。
19
年
６
月
〜
23
年
６
月

副
会
長
、
23
年
６
月
か
ら
理
事

を
務
め
た
。
共
済
部
担
当
、
社

保
・
学
術
部
担
当
な
ど
を
歴

任
。
11
年
６
月
か
ら
共
済
部
長

を
務
め
た
。



（ 1 2）第６７３号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２６年（令和８年）４月１日 （第三種郵便物認可）

ホームページアドレス e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com

　　　　　　　　　　　  のポイント

東 京 歯 科 保 険 医 新 聞

のポイント

春
闘
の
賃
上
げ
水
準
と

医
療
現
場
の
実
感

今
年
の
春
闘
は
、
大
企
業
５

・
26
％
、
中
小
企
業
５
・
05

％
、
時
給
で
６
・
09
％
の
ア
ッ

プ
率
と
の
報
道
を
見
た
。
私

は
、
医
療
従
事
者
の
賃
金
は
大

企
業
労
働
者
並
み
が
妥
当
で
あ

る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
医

師
、
歯
科
医
師
は
、
大
企
業
の

部
長
並
み
で
あ
る
べ
き
だ*

。

し
か
し
、
私
の
経
営
能
力
不

足
か
ら
大
企
業
並
み
の
賃
金
を

従
業
員
に
支
払
う
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
。
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
を
算
定
し
、
多
少
の
賃
上

げ
を
行
っ
て
も
届
か
な
い
。
今

の
物
価
上
昇
を
考
え
る
と
、
彼

ら
の
立
場
に
な
っ
て
み
れ

ば
、
私
が
多
少
の
痛
み
を
負
っ

て
で
も
で
き
る
限
り
の
賃
上
げ

を
し
た
い
と
思
う
が
、
原
資
が

な
い
。

診
療
報
酬
に
縛
ら
れ
る

歯
科
医
院
の
経
営

そ
も
そ
も
、
ほ
と
ん
ど
の
歯

科
医
療
機
関
の
収
入
は
保
険
診

療
が
中
心
で
あ
る
。
診
療
報
酬

は
公
定
価
格
で
あ
る
た
め
、
必

要
経
費
を
自
由
に
価
格
に
反
映

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
経
営

努
力
と
い
え
ば
、
経
費
節
減
の

上
、
患
者
数
を
増
や
し
て
薄
利

多
売
を
図
り
、
自
由
診
療
の
割

合
を
増
や
す
こ
と
く
ら
い
し
か

な
い
。
経
費
に
つ
い
て
は
物
価

高
騰
が
節
減
効
果
を
打
ち
消
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
患
者
数
を

増
や
せ
ば
、
当
然
従
業
員
も
増

や
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
人
材
不
足
で
増
や
す
こ
と
が

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
に
つ
い
て
考
え
る

小
林

顕
（
板
橋
区
開
業
）

で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
歯
科

衛
生
士
は
３
名
以
上
い
な
い
と

経
営
面
で
は
プ
ラ
ス
に
な
ら
な

い
と
の
こ
と
。
ま
た
国
民
皆
保

険
制
度
の
下
、
必
要
な
医
療
は

健
康
保
険
で
賄
わ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
保
険
外
治
療
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
患
者
さ
ん
は
少
な

い
。
診
療
報
酬
を
増
額
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

窓
口
負
担
金
の
増
額
と
な
っ

て
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で

あ
る
は
ず
の
国
民
皆
保
険
制
度

に
齟
齬
を
来
す
。

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
と

こ
れ
か
ら
の
課
題

医
療
従
業
員
の
賃
金
は
低

い
。
賃
金
増
額
を
産
業
界
に
要

請
す
る
以
上
、
医
療
機
関
に
対

し
て
政
策
的
に
何
ら
か
の
支
援

を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
の

判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
支
援
方
法
に
つ

い
て
、
特
定
業
界
の
人
件
費
を

一
律
に
公
費
負
担
と
す
る
こ
と

は
不
適
切
で
、
し
か
も
手
法
に

よ
っ
て
は
自
由
診
療
主
体
の
医

療
機
関
も
支
援
し
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
る
。
保
険
医
療
機
関

に
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
診
療

報
酬
ア
ッ
プ
で
対
応
す
る
こ
と

が
簡
単
な
方
法
だ
が
、
医
療
ス

タ
ッ
フ
の
賃
金
改
善
が
目
的
な

の
で
用
途
を
限
定
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
も

用
い
て
き
た
手
法
で
あ
る
「
初

・
再
診
料
の
加
算
（
＝
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
）」
を
使
お

う
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
に
対

し
て
は
、
立
場
や
観
点
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ

る
。
同
じ
保
険
診
療
を
受
け
ら

れ
る
の
な
ら
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
を
算
定
し
て
い
な
い
医
療

機
関
を
受
診
す
る
方
が
窓
口
負

担
金
は
少
な
く
な
る
。
自
由
主

義
社
会
で
あ
る
日
本
に
お
い

て
、
公
務
員
で
は
な
い
医
療
ス

タ
ッ
フ
の
給
与
を
政
府
が
規
定

す
る
こ
と
は
不
適
切
。
等
々
。

こ
の
問
題
は
、
医
療
従
事
者

の
待
遇
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

日
本
社
会
が
（
我
々
経
営
者
も

含
め
て
）
き
ち
ん
と
目
を
向
け

て
こ
な
か
っ
た
結
果
で
あ

る
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
い
わ
ゆ
る
「
歯
科
技
工
料

金
問
題
」
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
の
機
会

に
、
今
一
度
、
我
々
は
医
療
従

事
者
の
待
遇
に
つ
い
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　２０２６２０２６年年６６月施行の診療報酬改定ではベースアップ評月施行の診療報酬改定ではベースアップ評
価料について大幅な見直しが行われるため、主な変更点価料について大幅な見直しが行われるため、主な変更点
ををPOINT①POINT①ににまとめていますのでご活用ください。特にまとめていますのでご活用ください。特に
注目すべきは、注目すべきは、２０２７２０２７年年６６月からは「継続的に賃上げを行月からは「継続的に賃上げを行
う保険医療機関」に該当する場合は初診料に52点が加算う保険医療機関」に該当する場合は初診料に52点が加算
される点です。現行の10点から21点、42点と段階的に増点される点です。現行の10点から21点、42点と段階的に増点
されることになり、されることになり、１１カ月当たりの合計点数に大きな影響カ月当たりの合計点数に大きな影響
が出てきます。「継続的に賃上げを行う保険医療機関」とが出てきます。「継続的に賃上げを行う保険医療機関」と
は、「は、「２０２６２０２６年年３３月31日時点において歯科外来・在宅ベー月31日時点において歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」、まスアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」、ま
たはたは２０２６２０２６年年４４月月１１日以降から算定する場合は、表の賃日以降から算定する場合は、表の賃
上げの条件をクリアしている保険医療機関が該当します。上げの条件をクリアしている保険医療機関が該当します。
　新規で算定する場合は当然ですが、継続して算定する　新規で算定する場合は当然ですが、継続して算定する
場合も、場合も、２０２６２０２６年年４４月～月～５５月の間に新たに届出を行う必月の間に新たに届出を行う必
要があります。届出や実績報告のスケジュールは要があります。届出や実績報告のスケジュールはPOINTPOINT
②②にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。賃上にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。賃上
げ支援事業も含めると、げ支援事業も含めると、８８月に実績報告を月に実績報告を３３つ届け出る必つ届け出る必
要がありますので、忘れずに手続きしてください。要がありますので、忘れずに手続きしてください。
　届出様式の具体的な提出先などがまだ示されていない　届出様式の具体的な提出先などがまだ示されていない
ため、詳細が分かり次第、協会ホームページやメールニュため、詳細が分かり次第、協会ホームページやメールニュ
ースでお知らせしますのでご確認ください。なお、届出やースでお知らせしますのでご確認ください。なお、届出や
実績報告の方法を解説した動画も公開予定です。実績報告の方法を解説した動画も公開予定です。

ベースアップ
 評価料

点数の見直しについて

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の見直し

▶歯科外来医療、または在宅医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い
職員の人材確保、および確実な賃上げを実施する観点から、ベースアップ評価料の
対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。

現行 改定後
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）】
１初診時  　　　　　　　　　　　　 10点
２再診時等    　　　　　　　　　　　２点
３歯科訪問診療時  

　　イ　同一建物居住者等以外の場合  41点
　　ロ　イ以外の場合   　　　　　　  10点
［算定要件］(抜粋) 
主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき、（中略）所定点数を算定する。
［施設基準］(抜粋) 
主として医療に従事する職員が勤務していること。

➡
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）】
１初診時 　　　　　　　　　　　　  21点
２再診時等     　　　　　　　　　　　4点
３歯科訪問診療時  

　　イ　同一建物居住者等以外の場合  66点
　　ロ　イ以外の場合   　　　　　　  11点
［算定要件］(抜粋) 
当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改
善を図る体制につき、（中略）所定点数を算定する。
［施設基準］(抜粋) 
当該保険医療機関に勤務する職員がいること。

➡全てのベースアップ評価料について、２０２６年度、および２０２７年度において段階的な評価とする。
➡継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。

継続的に賃上げをしている保険医療機関に対する施設基準
(１)２０２６年３月31日時点において歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関

(２）２０２４年３月時点と比較して、対象職員の基本給等が下記表水準
以上に引き上げていること

２０２６年度
対象職員（医師・歯科医師除く） 5.5％以上
看護補助者・事務職員 8.0％以上

２０２７年度
対象職員（医師・歯科医師除く） 8.7％以上
看護補助者・事務職員 13.7％以上

2026年６月～
2027年５月

➡

2027年６月～

新たに賃上げ
を行う施設

継続的賃上
げ実施施設

新たに賃上げ
を行う施設

継続的賃上
げ実施施設

初診時 21点 31点 42点 52点

再診時等 4点 6点 8点 10点

歯科訪問診療時
（同一訪問診療時以外） 66点 107点 132点 173点

歯科訪問診療時
（同一訪問診療時） 11点 21点 22点 32点

届出等のスケジュール

２０２６年３月１日時点でベースアップ評価料を届け出ている（３月31日までに算
定実績のある）保険医療機関が行う届出等（支援事業も申請する場合）

４月～５月 ①新様式の歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出を行う①新様式の歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出を行う
②診療所等賃上げ支援事業（上限額 15万円）の申請を行う
③新しいベースアップ評価料の算定見込み金額を算出し、従業員の
ベースアップを行う（原資は支援事業の補助金で可）

６月より　　①新しいベースアップ評価料で賃金改善を行う
８月　　　　①２０２５年度分の実績報告を行う①２０２５年度分の実績報告を行う

②２０２６年度分の中間実績報告を行う②２０２６年度分の中間実績報告を行う
③診療所等賃上げ支援事業（上限額 15万円）の実績報告を行う

２０２６年 ２０２７年

～ ３月 ～ ６月 ～ ８月 ～ １２月 ～ ３月 ～ ６月 ～ ８月 ～ １２月

２０２６年度
中間報告書届出書 ２０２６年度

実績報告書

２０２５年度
実績報告書

２０２７年度
中間報告書届出書

　　　　　　　　　　　  

２２２２２２６６６６６６
年年年年年年度度度診診診療療療報報報酬酬酬酬酬酬改改改改改改定定定

新

２０２６年度から新たに申請する場合

４月～５月　①新様式の歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出を行う①新様式の歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出を行う
※４または５月から算定する場合は算定開始月までに旧様式で
ベースアップ評価料の届出を行う

②旧ベースアップ評価料の算定見込み金額を算出し、従業員のベー
スアップを行う

６月より　　①新しいベースアップ評価料で賃金改善を行う
８月　　　　①２０２６年度分の中間実績報告を行う①２０２６年度分の中間実績報告を行う

（１）（２）どちらかに
該当すればOK

現在算定している医
療機関は賃上げ目標
を達成しなくても算
定可能

現行ベースアップ
評価料の点数が
加算されている

２０２５年度からベースアップ評価料を届出している医療機関

２０２６年６月からベースアップ評価料を算定する全ての医療機関

医師　　　▶約1,512万円 ①
歯科医師　▶約1,062万円 ①
歯科衛生士▶約　396万円 ②
歯科技工士▶約　458万円 ②
歯科助手　▶約　322万円 ③

看護師　　▶約　525万円 ①
大企業部長▶約1,223万円 ④
上場企業　▶約　673万円 ④
中小企業　▶約　373万円 ④

① 医療経済実態調査
② 賃金構造基本統計調査（厚生労働省）
③ 民間求人会社の独自集計（インターネットより）
④ 2025年度モデル賃金・賞与実態調査(労務行政研究所)

＜参考＞医療従事者ほか民間企業の年収

出
　
典

※支援事業の詳細※支援事業の詳細
　➡➡４面参照４面参照

※本紙面は３月26日時点の情報によるものです。

２０２７年から新たにベースアップ評価料を届出する医療機関
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